
大
正
十
二
年
勅
令
第
三
百
六
十
九
号

恩
給
給
与
規
則

第
一
章
　
恩
給
ノ
請
求

第
一
条
　
普
通
恩
給
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
普
通
恩
給
請

求
書
ヲ
、
増
加
恩
給
、
傷
病
年
金
又
ハ
傷
病
賜
金
ヲ
受

ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
公
務
傷
病
ニ
因
ル
恩
給
請
求
書
ヲ
退

職
当
時
ノ
本
属
庁
ヲ
経
テ
裁
定
庁
ニ
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
条
　
前
条
ノ
恩
給
請
求
書
ニ
ハ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス

ヘ
シ

一
　
在
職
中
ノ
履
歴
書

二
　
戸
籍
抄
本
（
之
ニ
準
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
含
ム
以
下
同

シ
）
（
退
職
後
請
求
迄
ノ
間
ニ
於
テ
作
成
セ
ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
）

公
務
傷
病
ニ
因
ル
恩
給
請
求
書
ニ
ハ
前
項
各
号
ニ
掲

ク
ル
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
　
傷
痍
疾
病
カ
公
務
ニ
起
因
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ル

ニ
足
ル
ヘ
キ
書
類
（
例
ヘ
ハ
現
認
者
ノ
現
認
証
明

書
、
所
属
長
ノ
事
実
証
明
書
等
）

二
　
症
状
ノ
経
過
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書
類

三
　
請
求
当
時
ニ
於
ケ
ル
診
断
書

四
　
恩
給
法
第
五
十
八
条
ノ
五
ニ
掲
グ
ル
障
害
補
償
又

ハ
之
ニ
相
当
ス
ル
給
付
ノ
金
額
及
之
ヲ
受
ク
ル
事
由

ノ
生
ジ
タ
ル
年
月
日
ヲ
記
載
シ
タ
ル
本
属
庁
ノ
証

明
書

恩
給
ヲ
改
定
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
前
ニ
恩
給
証
書
ヲ
受

ケ
タ
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
前
二
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
書
類

ノ
外
其
ノ
恩
給
証
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
二
条
ノ
二
　
恩
給
法
第
五
十
八
条
ノ
三
第
三
項
ノ
規
定

ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
普
通
恩
給
請
求
書
ニ
前

条
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
書
類
ノ
外
同
条
第
二
項
第
二

号
及
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
二
条
ノ
三
　
恩
給
法
第
六
十
五
条
第
二
項
乃
至
第
五
項

又
ハ
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八

年
法
律
第
百
五
十
五
号
以
下
法
律
第
百
五
十
五
号
ト
称

ス
）
附
則
第
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
例
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
セ

ラ
レ
タ
ル
同
法
ニ
依
ル
改
正
前
ノ
恩
給
法
第
六
十
五
条

ノ
二
第
三
項
若
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
二

条
の
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
加
給
ヲ
含
ム
増
加
恩
給
又
ハ
傷

病
年
金
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
公
務
傷
病

ニ
因
ル
恩
給
請
求
書
ニ
第
二
条
第
一
項
及
第
二
項
各
号

ニ
掲
グ
ル
書
類
ノ
外
其
ノ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
者
ノ

戸
籍
謄
本
（
公
務
員
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ノ
退
職
ノ

時
以
後
ノ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）
及
其
ノ
者
（
妻
ヲ
除
ク
）
ガ
公
務

員
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
（
以
下
公
務
員
ト
称
ス
）
ノ

退
職
当
時
（
退
職
後
出
生
シ
タ
ル
子
ニ
付
テ
ハ
出
生
当

時
、
退
職
後
養
子
ト
為
リ
タ
ル
子
ニ
付
テ
ハ
縁
組
当

時
）
ヨ
リ
引
続
キ
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト

生
計
ヲ
共
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申

立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
者
ガ
重

度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成

年
ノ
子
ナ
ル
ト
キ
ハ
同
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
重
度
障

害
ノ
状
態
ヲ
証
ス
ル
診
断
書
及
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途

ナ
キ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者

ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
公
務
員
ノ
戸
籍
謄
本
ヲ
添
附

ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ノ

戸
籍
抄
本
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

第
二
条
ノ
四
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十
条
、
第
十

七
条
、
第
二
十
四
条
の
四
（
普
通
恩
給
又
ハ
扶
助
料
ノ

改
定
ニ
関
ス
ル
部
分
ヲ
除
ク
モ
ノ
ト
シ
以
下
次
条
ニ
於

テ
同
ジ
）
、
第
二
十
四
条
の
五
乃
至
第
二
十
四
条
の
十

三
、
第
二
十
九
条
、
第
四
十
一
条
乃
至
第
四
十
二
条
若

ハ
第
四
十
二
条
の
三
乃
至
第
四
十
五
条
又
ハ
恩
給
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三

十
九
号
以
下
法
律
第
三
十
九
号
ト
称
ス
）
附
則
第
十
五

条
（
同
条
第
三
項
ヲ
除
ク
モ
ノ
ト
シ
以
下
同
ジ
）
ノ
規

定
ニ
依
ル
普
通
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
第
一
条
及
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
普
通
恩
給
請

求
書
ニ
請
求
者
ガ
退
職
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
普
通
恩

給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ

シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ

第
二
条
第
一
項
第
二
号
ノ
戸
籍
抄
本
ハ
当
該
普
通
恩
給

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
時
以
後
請
求
迄
ノ
間

ニ
於
テ
作
成
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
要
ス

第
二
条
ノ
五
　
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
一
時
恩
給

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ
法
律
第
百
五
十

五
号
附
則
第
十
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条
の
四
乃

至
第
二
十
四
条
の
十
三
若
ハ
第
二
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
普
通
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
又
ハ
一
時
恩
給

（
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
一
条
ニ
規
定
ス
ル

旧
日
本
医
療
団
ノ
職
員
、
同
法
附
則
第
四
十
一
条
の
二

ニ
規
定
ス
ル
日
本
赤
十
字
社
ノ
救
護
員
、
同
法
附
則
第

四
十
一
条
の
四
ニ
規
定
ス
ル
旧
国
際
電
気
通
信
株
式
会

社
ノ
社
員
、
同
法
附
則
第
四
十
二
条
ニ
規
定
ス
ル
外
国

政
府
職
員
、
同
法
附
則
第
四
十
三
条
ニ
規
定
ス
ル
外
国

特
殊
法
人
職
員
又
ハ
同
法
附
則
第
四
十
三
条
の
二
ニ
規

定
ス
ル
外
国
特
殊
機
関
職
員
ト
為
ル
前
ノ
公
務
員
ト
シ

テ
ノ
在
職
年
ニ
基
ク
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十

一
条
乃
至
第
四
十
二
条
若
ハ
第
四
十
二
条
の
三
乃
至
第

四
十
四
条
の
三
若
ハ
法
律
第
三
十
九
号
附
則
第
十
五
条

ノ
規
定
ニ
依
ル
普
通
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
第
一
条
、
第
二
条
及
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外

普
通
恩
給
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
当
該
一
時
恩
給
ノ
請
求
ヲ
為
サ
ザ
リ
シ
者
ニ
在
リ

テ
ハ
将
来
当
該
一
時
恩
給
ノ
請
求
ヲ
為
サ
ザ
ル
コ
ト

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
当
該
一
時
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ

其
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
及
当
該
一
時
恩
給
ヲ
返
還

ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

第
二
条
ノ
六
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の

三
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ
当
該
普
通
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
一
条
、
第
二
条
、
第
二
条
ノ
四
及

前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
普
通
恩
給
請
求
書
ニ
在
職
中

ノ
職
務
ニ
関
連
シ
テ
拘
禁
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
並
ニ
当
該

拘
禁
ノ
期
間
及
場
所
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
法
務
大
臣
又
ハ

厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
二
条
ノ
七
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二

項
但
書
及
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
第
一
次
ニ
普
通
恩
給

ノ
給
与
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ガ
普
通
恩
給
ノ
給

与
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
一
条
及
第
二

条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
未
帰
還
公
務
員
留
守
家
族
普
通
恩

給
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
シ
公
務
員
ノ
本
属
庁
ヲ

経
テ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

一
　
公
務
員
ノ
履
歴
書

二
　
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
ノ
退
職
ト
看
做
サ

レ
タ
ル
日
後
請
求
迄
ノ
間
ニ
於
テ
作
成
セ
ラ
レ
タ
ル

モ
ノ
）

三
　
公
務
員
ガ
退
職
ト
看
做
サ
レ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
月

ノ
翌
月
分
以
降
ノ
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
ニ
依
ル
留

守
家
族
手
当
又
ハ
特
別
手
当
ノ
支
給
ニ
関
ス
ル
本
属

庁
ノ
証
明
書

法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書
及

第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
第
二
次
以
下
ニ
於
テ
普
通
恩
給

ノ
給
与
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ガ
普
通
恩
給
ノ
給

与
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
一
条
及
第
二

条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
未
帰
還
公
務
員
留
守
家
族
普
通
恩

給
請
求
書
ニ
先
順
位
者
タ
ル
者
ガ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ

受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
書

類
、
先
順
位
者
ノ
受
ケ
タ
ル
普
通
恩
給
証
書
及
請
求
者

ノ
戸
籍
謄
本
（
先
順
位
者
タ
ル
者
ガ
普
通
恩
給
ノ
給
与

ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
日
後
請
求
迄
ノ

間
ニ
於
テ
作
成
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
）
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁

ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

前
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
同
順
位
者
二
人
以
上
ア
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
中
一
人
ヲ
総
代
者
ト
シ
テ
普
通
恩
給
ノ
給
与

ノ
請
求
ヲ
為
ス
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
二
項
ノ
規

定
ニ
依
ル
ノ
外
未
帰
還
公
務
員
留
守
家
族
普
通
恩
給
請

求
書
ニ
請
求
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者
選
任
届
書
ヲ
添
附

ス
ベ
シ

第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ノ
給

与
ヲ
受
ク
ル
者
二
人
以
上
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
中
ノ

一
部
ノ
者
ガ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ

ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
普
通
恩
給
証
書
書
換
請
求
書
ニ

普
通
恩
給
証
書
及
其
ノ
者
ガ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
ニ
足
ル

書
類
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者

タ
ル
者
ガ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル

ニ
至
リ
仍
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ク
ル
者
二
人
以
上
ア

ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
普
通
恩
給
証
書
書

換
請
求
書
ニ
此
等
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ク
ル
者
全
員

連
署
ノ
総
代
者
選
任
届
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
三
項
及
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
此
等
ノ
項
ニ
規
定

ス
ル
総
代
者
普
通
恩
給
ノ
支
給
ノ
請
求
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
二
条
ノ
八
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二

項
本
文
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル

場
合
ニ
於
テ
ハ
第
一
条
及
第
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外

普
通
恩
給
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書

及
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ケ

タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
普
通
恩
給
証
書
及
請
求
者
ガ
帰

国
シ
タ
ル
年
月
日
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
官
公
署
ノ
証

明
書

二
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書

及
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ケ

タ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
請
求
者
ガ
帰
国
シ
タ
ル
年
月
日

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
官
公
署
ノ
証
明
書

前
項
第
一
号
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
二
条
第
一
項
第
一

号
ノ
履
歴
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

第
二
条
ノ
九
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の

三
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
依
リ
又
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号
附

則
第
二
十
四
条
の
四
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ノ
改
定

ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
普
通
恩
給
改
定
請
求
書
ニ
左

ノ
書
類
ヲ
添
付
シ
退
職
当
時
ノ
本
属
庁
ヲ
経
テ
裁
定
庁

ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

一
　
在
職
中
ノ
履
歴
書

二
　
恩
給
証
書

三
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の
三
ノ
規

定
ノ
適
用
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
在
職
中
ノ
職
務

ニ
関
連
シ
テ
拘
禁
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
並
ニ
当
該
拘
禁

ノ
期
間
及
場
所
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
法
務
大
臣
又
ハ
厚

生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書

第
二
条
ノ
十
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十
六
条
第
二

項
ノ
規
定
ニ
依
ル
傷
病
賜
金
又
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号

1



附
則
第
二
十
二
条
若
ハ
第
二
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
増

加
恩
給
、
傷
病
年
金
若
ハ
傷
病
賜
金
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
一
条
、
第
二
条
及
第
二
条
ノ
三
ノ

規
定
ニ
依
ル
ノ
外
公
務
傷
病
ニ
因
ル
恩
給
請
求
書
ニ
請

求
者
ガ
退
職
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
普
通
恩
給
ヲ
受
ク

ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ

明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ
第
二
条
第

一
項
第
二
号
ノ
戸
籍
抄
本
ハ
当
該
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権

利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
時
以
後
請
求
迄
ノ
間
ニ
於
テ
作
成
セ

ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
要
ス

前
項
ノ
場
合
（
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十
六
条

第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
傷
病
賜
金
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル

場
合
ヲ
除
ク
）
ニ
於
テ
増
加
恩
給
若
ハ
傷
病
年
金
ノ
裁

定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
又
ハ
旧
恩
給
法
ノ
特
例
ニ

関
ス
ル
件
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
六
十
八
号
以
下
旧

勅
令
第
六
十
八
号
ト
称
ス
）
第
六
条
第
一
項
ニ
規
定
ス

ル
傷
病
賜
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル
書

類
ノ
外
増
加
恩
給
若
ハ
傷
病
年
金
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ

ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
又
ハ
傷
病
賜
金
ノ
裁
定
通

知
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
二
条
第
一

項
第
一
号
及
第
二
項
第
一
号
ニ
掲
グ
ル
書
類
ハ
之
ヲ
添

附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号

附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
本
文
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
受
ケ

ン
ト
ス
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
前
段
ニ
規
定
ス
ル
書
類

ノ
外
請
求
者
ガ
旧
勅
令
第
六
十
八
号
施
行
ノ
際
受
ケ
ヲ

リ
タ
ル
増
加
恩
給
又
ハ
傷
病
年
金
ニ
付
恩
給
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
三
十
一
号

以
下
次
項
ニ
於
テ
法
律
第
三
十
一
号
ト
称
ス
）
ニ
依
ル

改
正
前
ノ
恩
給
法
第
五
十
条
第
一
項
又
ハ
第
三
項
ノ
規

定
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
二
条
第
二
項

第
二
号
及
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
書
類
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ

ト
ヲ
要
セ
ズ

第
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五

号
附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
但
書
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
受

ケ
ン
ト
ス
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
二
項
前
段
ニ
規
定
ス
ル

書
類
ノ
外
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
二
条
第
四

項
但
書
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
コ
ト
及
請
求

者
ガ
旧
勅
令
第
六
十
八
号
施
行
ノ
際
受
ケ
ヲ
リ
タ
ル
増

加
恩
給
又
ハ
傷
病
年
金
ニ
付
法
律
第
三
十
一
号
ニ
依
ル

改
正
前
ノ
恩
給
法
第
五
十
条
第
一
項
又
ハ
第
三
項
ノ
規

定
ノ
適
用
ヲ
受
ケ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
二
条
ノ
十
一
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
九
条

の
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
増
加
恩
給
、
傷
病
年
金
又
ハ
傷
病

賜
金
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
一
条
、
第

二
条
及
第
二
条
ノ
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
公
務
傷
病
ニ

因
ル
恩
給
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ
第

二
条
第
一
項
第
二
号
ノ
戸
籍
抄
本
ハ
当
該
恩
給
ヲ
受
ク

ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
時
以
後
請
求
迄
ノ
間
ニ
於
テ

作
成
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ヲ
要
ス

一
　
請
求
者
ガ
退
職
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
普
通
恩
給

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ

シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
ノ
規
定
ニ
依
ル
一
時
恩

給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
当
該

一
時
恩
給
ノ
請
求
ヲ
為
サ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ

将
来
当
該
一
時
恩
給
ノ
請
求
ヲ
為
サ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

三
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
ノ
規
定
ニ
依
ル
普
通
恩

給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
当
該

普
通
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
普
通

恩
給
証
書
、
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
ノ
規
定
ニ
依

ル
一
時
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ニ

シ
テ
当
該
一
時
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ニ
在
リ

テ
ハ
其
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
及
当
該
一
時
恩
給
ヲ

返
還
ス
ル
ヤ
否
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

四
　
請
求
者
ガ
在
職
中
ノ
職
務
ニ
関
連
シ
テ
拘
禁
セ
ラ

レ
タ
ル
コ
ト
並
ニ
当
該
拘
禁
ノ
期
間
及
場
所
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
法
務
大
臣
又
ハ
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書

第
二
条
ノ
十
二
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第

四
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
増
加
恩
給
、
傷
病
年
金
又
ハ
傷
病

賜
金
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
一
条
、
第

二
条
及
第
二
条
ノ
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
公
務
傷
病
ニ

因
ル
恩
給
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書

及
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ケ

タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
普
通
恩
給
証
書
及
請
求
者
ガ
帰

国
シ
タ
ル
年
月
日
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
官
公
署
ノ
証

明
書

二
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書

及
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ケ

タ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
請
求
者
ガ
帰
国
シ
タ
ル
年
月
日

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
官
公
署
ノ
証
明
書

第
二
条
ノ
十
三
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
五
条
ノ
規

定
ニ
依
ル
傷
病
賜
金
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
第
一
条

及
第
二
条
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百

五
十
五
号
附
則
第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
傷
病
賜
金
請
求

書
ニ
恩
給
証
書
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

第
二
条
ノ
十
四
　
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
附
則
第

四
十
六
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
手
当
ノ
支
給
ニ
係
ル
未
帰
還

者
タ
リ
シ
者
ガ
普
通
恩
給
又
ハ
増
加
恩
給
、
傷
病
年
金

若
ハ
傷
病
賜
金
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第

一
条
乃
至
第
二
条
ノ
五
、
第
二
条
ノ
八
、
第
二
条
ノ
十

及
第
二
条
ノ
十
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
恩
給
請
求
書
ニ

当
該
手
当
ノ
支
給
ニ
関
ス
ル
本
属
庁
ノ
証
明
書
ヲ
添
附

ス
ベ
シ

第
二
条
ノ
十
五
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
六
条

第
一
項
、
第
四
十
七
条
又
ハ
第
四
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
普
通
恩
給
、
増
加
恩
給
又
ハ
傷
病
年
金
ヲ
請
求
セ
ン

ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外

当
該
恩
給
ノ
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ

第
二
条
ノ
四
本
文
、
第
二
条
ノ
十
第
一
項
本
文
及
第
二

条
ノ
十
一
第
一
号
ノ
申
立
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
セ
ズ

一
　
請
求
者
ガ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
恩
給

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
又
ハ
資
格
ヲ
失
ヒ
タ
ル
コ
ト
及
当

該
刑
ノ
言
渡
ノ
効
力
ガ
失
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
サ
レ
タ

ル
コ
ト
（
併
合
罪
ニ
付
併
合
シ
テ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ

ル
者
ニ
シ
テ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
八
条

ノ
規
定
ニ
係
ル
請
求
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ

テ
ハ
併
合
罪
中
或
罪
ニ
付
大
赦
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
）

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
請
求
者
ガ
退
職
後
前
号
ノ
申
立
ニ
係
ル
刑
ニ
処
セ

ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ニ
因
ル
ノ
外
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
普

通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当

セ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
六
条
第
二
項
ノ
規

定
ニ
依
ル
普
通
恩
給
、
増
加
恩
給
又
ハ
傷
病
年
金
ヲ
請

求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
ノ
外
当
該
恩
給
ノ
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ

シ
但
シ
第
二
条
ノ
四
本
文
、
第
二
条
ノ
十
第
一
項
本
文

及
第
二
条
ノ
十
一
第
一
号
ノ
申
立
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

一
　
請
求
者
ガ
懲
戒
又
ハ
懲
罰
ノ
処
分
ニ
因
リ
退
職
シ

タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
資
格
ヲ
失
ヒ
タ

ル
コ
ト
及
当
該
懲
戒
又
ハ
懲
罰
ガ
免
除
サ
レ
タ
ル
コ

ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
請
求
者
ガ
退
職
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
普
通
恩
給

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ

シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

第
三
条
　
恩
給
法
第
五
十
条
第
二
項
又
ハ
法
律
第
百
五
十

五
号
附
則
第
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
例
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
セ

ラ
レ
タ
ル
同
法
ニ
依
ル
改
正
前
ノ
恩
給
法
第
五
十
条
第

三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
再
審
査
ヲ
請
求
ス
ル
者
ハ
再
審
査

請
求
書
ニ
第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
第
三
号
ニ
掲
グ
ル

書
類
ヲ
添
ヘ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

再
審
査
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
裁
定
庁
ハ
必

要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
指
定
ス
ル
医
師
ノ
現
在
症
状

証
明
書
ノ
提
出
ヲ
請
求
者
ニ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条
ノ
二
　
恩
給
法
第
五
十
八
条
ノ
三
第
四
項
ノ
規
定

ニ
依
リ
同
条
第
三
項
ノ
期
間
ノ
延
長
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス

ル
者
ハ
若
年
停
止
排
除
期
間
延
長
請
求
書
ニ
第
二
条
第

二
項
第
二
号
及
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
書
類
並
恩
給
証
書
ヲ

添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

前
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
場
合

ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
三
条
ノ
三
　
恩
給
法
第
六
十
五
条
第
二
項
乃
至
第
五
項

又
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ

例
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
セ
ラ
レ
タ
ル
同
法
ニ
依
ル
改
正
前
ノ

恩
給
法
第
六
十
五
条
ノ
二
第
三
項
若
ハ
法
律
第
百
五
十

五
号
附
則
第
二
十
二
条
の
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
加
給
ヲ
受

ク
ル
恩
給
権
者
ハ
其
ノ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
者
ノ
変
動
ア

リ
タ
ル
場
合
（
総
務
大
臣
ガ
裁
定
シ
タ
ル
恩
給
ニ
付
テ

国
内
ニ
居
住
ス
ル
加
給
ノ
原
因
タ
ル
者
ガ
死
亡
シ
タ
ル

場
合
ヲ
除
ク
）
ニ
於
テ
ハ
公
務
傷
病
ニ
因
ル
恩
給
改
定

請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス

ベ
シ

一
　
新
ニ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
者
ノ
生
ジ
タ
ル
場
合

ニ
在
リ
テ
ハ
恩
給
証
書
及
其
ノ
者
ノ
戸
籍
謄
本
並
ニ

退
職
後
出
生
シ
タ
ル
子
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
者
ガ
出
生
当

時
（
退
職
後
養
子
ト
為
リ
タ
ル
子
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
者

ガ
縁
組
当
時
）
ヨ
リ
引
続
キ
増
加
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者

ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
ス
ル

モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
加
給
ノ
原
因
タ
リ
シ
者
ノ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
事
由

消
滅
シ
タ
ル
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
恩
給
証
書
及
其
ノ
事

由
ノ
消
滅
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

第
二
条
ノ
三
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
第
一
号
ノ
場
合

ニ
於
テ
新
ニ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
者
ガ
重
度
障
害
ノ

状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ナ

ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
条
　
一
時
恩
給
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
一
時
恩
給
請

求
書
ニ
在
職
中
ノ
履
歴
書
ヲ
添
附
シ
退
職
当
時
ノ
本
属

庁
ヲ
経
テ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

第
五
条
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十
条
乃
至
第
十
一

条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
二
又

ハ
第
二
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
一
時
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン

ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
一
時

恩
給
請
求
書
ニ
請
求
者
ガ
退
職
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル

普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当

セ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス

ベ
シ前

項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号

附
則
第
十
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
一
時
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン

ト
ス
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
同
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ノ
外
其
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ノ
者
ガ
普
通
恩
給
ヲ
給
セ
ラ
レ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ

得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五

号
附
則
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
の
二
又
ハ
第
十
七
条

の
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
一
時
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
者

ナ
ル
ト
キ
ハ
同
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ノ
外
其
ノ
者
ガ
普

通
恩
給
又
ハ
退
職
年
金
ニ
関
ス
ル
恩
給
法
以
外
ノ
法
令

ノ
規
定
ニ
依
ル
旧
軍
人
若
ハ
旧
軍
属
ト
シ
テ
ノ
実
在
職

年
ヲ
算
入
シ
タ
ル
期
間
ニ
基
ク
退
職
年
金
ヲ
給
セ
ラ
レ

ザ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
五
条
ノ
二
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の

三
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
依
リ
一
時
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ
当
該
一
時
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
二
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
一
時
恩

給
請
求
書
ニ
請
求
者
ガ
在
職
中
ノ
職
務
ニ
関
連
シ
テ
拘

禁
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
及
当
該
拘
禁
期
間
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
法
務
大
臣
又
ハ
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス

ベ
シ前

項
ニ
規
定
ス
ル
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号
附

則
ノ
規
定
ニ
依
リ
一
時
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得

シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
当
該
一
時
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
モ

ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
一
時
恩
給
請

求
書
ニ
当
該
一
時
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
六
条
　
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
扶
助
料
請
求
書

ヲ
裁
定
庁
ニ
差
出
ス
ヘ
シ
但
シ
第
七
条
、
第
八
条
第
一

項
第
二
号
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
条
ノ
六
第
一
号
又

ハ
第
十
条
ノ
八
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶
助
料
請
求
書
ニ
公
務

員
ノ
在
職
中
ノ
履
歴
書
ヲ
添
附
ス
ヘ
キ
場
合
並
第
十
条

ノ
二
乃
至
第
十
条
ノ
五
、
第
十
条
ノ
七
、
第
十
条
ノ
十

及
第
十
条
ノ
十
一
ニ
規
定
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
公
務
員

ノ
本
属
庁
ヲ
経
テ
之
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

第
七
条
　
恩
給
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ノ
規
定
ニ

依
リ
第
一
次
ニ
扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
カ

扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
扶
助
料
請
求
書
ニ

左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
　
公
務
員
ノ
在
職
中
ノ
履
歴
書

二
　
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ

請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

三
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ

維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
恩
給
法
第
七
十
三
条

ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
各
号
ニ

掲
グ
ル
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者

選
任
届
書

二
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
戸

籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ

ン
ト
ス
ル
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

（
前
項
第
二
号
ノ
戸
籍
謄
本
ト
重
複
ス
ル
場
合
ヲ
除

ク
）

三
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ガ
公

務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之

ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
（
前
項
第
三
号
ノ
申
立
書
ニ
連
記
シ
之
ニ
代
フ
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

前
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
公
務
員
前
ニ
恩
給
証
書
ヲ
受

ケ
タ
ル
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
前
二
項
各
号
ニ
掲
ク
ル
書
類

ノ
外
其
ノ
恩
給
証
書
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

第
八
条
　
恩
給
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ノ
規
定
ニ

依
リ
第
一
次
ニ
扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
カ

扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
扶
助
料
請
求
書
ニ

左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
　
公
務
員
カ
既
ニ
普
通
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
恩
給
証
書
並
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員

死
亡
ノ
時
以
後
ノ
請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ

得
ル
モ
ノ
）
及
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ

依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル

コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
公
務
員
カ
未
タ
普
通
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
サ
ル
ト
キ

ハ
前
条
第
一
項
各
号
ニ
掲
ク
ル
書
類

前
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
第
一
号
ノ
場
合
ニ
、
前

条
第
二
項
及
第
三
項
ノ
規
定
ハ
前
項
第
二
号
ノ
場
合
ニ

之
ヲ
準
用
ス

第
九
条
　
前
二
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
公
務
員
ノ
死
亡
ガ
公
務

ニ
因
ル
傷
痍
疾
病
ニ
起
因
ス
ル
ト
キ
ハ
前
二
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス

ベ
シ

一
　
第
二
条
第
二
項
第
一
号
及
第
二
号
ニ
掲
グ
ル
書
類

二
　
死
亡
者
ノ
死
亡
診
断
書
又
ハ
屍
体
検
案
書

三
　
恩
給
法
第
七
十
九
条
ノ
三
ニ
掲
グ
ル
遺
族
補
償
又

ハ
之
ニ
相
当
ス
ル
給
付
ノ
金
額
及
之
ヲ
受
ク
ル
事
由

ノ
生
ジ
タ
ル
年
月
日
ヲ
記
載
シ
タ
ル
本
属
庁
ノ
証

明
書

前
項
第
二
号
ノ
死
亡
診
断
書
又
ハ
屍
体
検
案
書
ヲ
添

附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
死
亡
ノ
事
実
ヲ

証
ス
ル
公
ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

第
十
条
　
恩
給
法
第
七
十
三
条
第
一
項
各
号
ノ
規
定
ニ
依

リ
第
二
次
以
下
ニ
於
テ
扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
者
カ
扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
扶
助
料
請

求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
　
前
扶
助
料
権
者
カ
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失

ヒ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
書
類

二
　
前
扶
助
料
権
者
ノ
扶
助
料
証
書

三
　
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ

請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

四
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ

維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
恩
給
法
第
七
十
三
条

ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
各
号
ニ

掲
グ
ル
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者

選
任
届
書

二
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
戸

籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ

ン
ト
ス
ル
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

（
前
項
第
三
号
ノ
戸
籍
謄
本
ト
重
複
ス
ル
場
合
ヲ
除

ク
）

三
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ガ
公

務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之

ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
（
前
項
第
四
号
ノ
申
立
書
ニ
連
記
シ
之
ニ
代
フ
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

前
二
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
前
扶
助
料
権
者
カ
未
タ
扶
助

料
ノ
裁
定
ヲ
経
サ
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
第
一
号
ニ
掲
ク
ル

書
類
及
前
扶
助
料
権
者
カ
扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ

添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

第
十
条
ノ
二
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十
条
、
第
十

七
条
、
第
二
十
四
条
の
四
（
普
通
恩
給
又
ハ
扶
助
料
ノ

改
定
ニ
関
ス
ル
部
分
ヲ
除
ク
モ
ノ
ト
シ
以
下
第
十
条
ノ

四
ニ
於
テ
同
ジ
）
、
第
二
十
四
条
の
五
乃
至
第
二
十
四

条
の
十
三
、
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
、
第
三

十
五
条
の
三
（
扶
助
料
ノ
年
額
ノ
改
定
ニ
関
ス
ル
部
分

ヲ
除
ク
）
、
第
四
十
一
条
乃
至
第
四
十
二
条
若
ハ
第
四

十
二
条
の
三
乃
至
第
四
十
五
条
又
ハ
法
律
第
三
十
九
号

附
則
第
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト

ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
六
条
乃
至
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
公
務
員
ガ
退
職
後
死
亡
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
公
務
員
ガ
退
職
後
死
亡
迄
ノ
間
ニ
於
テ
恩
給
法
ニ

規
定
ス
ル
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ

事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
及
請
求
者
ガ
公
務
員
死

亡
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

又
ハ
資
格
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
公
務
員
ガ
在
職
中
死
亡
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
請

求
者
ガ
公
務
員
死
亡
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
扶
助
料

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
又
ハ
資
格
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該

当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
旧
勅
令
第
六
十
八
号
施
行
前
ニ

普
通
恩
給
又
ハ
扶
助
料
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
ア
ル
ト

キ
ハ
同
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ノ
外
普
通
恩
給
又
ハ
扶
助

料
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ

添
附
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
旧
勅
令
第
六
十
八
号
施
行
前
ニ

裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
ア
ル
普
通
恩
給
ニ
相
当
ス
ル
普
通

恩
給
ニ
基
ク
扶
助
料
又
ハ
旧
勅
令
第
六
十
八
号
施
行
前

ニ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
ア
ル
扶
助
料
ニ
相
当
ス
ル
扶
助

料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
第
七
条
第
一
項
第
一
号

並
ニ
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
第
二
号
ニ
掲
グ
ル
書
類

（
第
九
条
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ヲ
含
ム
）
ハ
之
ヲ

添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
前
項
ノ
申
立
書
ニ
公
務
員
ノ

退
職
又
ハ
死
亡
当
時
ノ
官
職
及
階
等
並
ニ
公
務
員
ノ
死

亡
ノ
原
因
ヲ
明
記
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
場
合
（
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
場
合
ヲ
除

ク
）
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三

十
五
条
の
二
ニ
規
定
ス
ル
遺
族
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
ニ

規
定
ス
ル
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
此
ノ
場

合
ニ
於
テ
ハ
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
第
二
号
ニ
掲
グ

ル
書
類
（
同
条
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ヲ
含
ム
）
ハ

之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

一
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
二
十
七

号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
場
合

ノ
遺
族
年
金
（
以
下
本
項
ニ
於
テ
遺
族
年
金
ト
称

ス
）
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
遺
族
年
金
ノ

裁
定
ニ
関
ス
ル
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書

二
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
遺
族
年
金
ヲ
受
ケ

タ
ル
コ
ト
ナ
ク
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
第

三
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
弔
慰
金
（
同
法
同

条
第
二
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
依
ル
場
合
ヲ
除
ク
）

（
以
下
本
項
ニ
於
テ
弔
慰
金
ト
称
ス
）
ヲ
受
ケ
タ
ル

場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
弔
慰
金
ノ
裁
定
ニ
関
ス
ル
厚
生

労
働
大
臣
ノ
証
明
書

三
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
遺
族
年
金
又
ハ
弔

慰
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
請
求
者
以
外
ノ
者
ガ
当

該
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
遺
族
年
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
其
ノ
者
ノ
受
ケ
タ
ル
遺
族
年
金
ノ
裁
定
ニ

関
ス
ル
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書

四
　
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
遺
族
年
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ナ

ク
請
求
者
以
外
ノ
者
ガ
当
該
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
弔

慰
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
者
ノ
受
ケ
タ

ル
弔
慰
金
ノ
裁
定
ニ
関
ス
ル
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証

明
書

第
一
項
、
第
二
項
及
第
四
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
扶
助
料

ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
又
ハ
扶
助
料
ノ
加
給
ノ
原
因
タ
ル

3



ベ
キ
遺
族
ニ
シ
テ
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
ニ

依
ル
遺
族
年
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
前
四
項

ノ
規
定
ニ
依
ル
書
類
ノ
外
其
ノ
遺
族
年
金
ヲ
受
ケ
タ
ル

コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
及
扶
助
料
ノ
加
給
ノ
原

因
タ
ル
ベ
キ
遺
族
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十

五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
該
当
ス
ル
者
ト
為
ラ
ザ
ル
コ
ト

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
（
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
遺

族
ノ
作
成
シ
タ
ル
モ
ノ
）
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
十
条
ノ
三
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
ノ
規
定
ニ
依
リ

恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
扶
助

料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
当
該
扶

助
料
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則

ノ
規
定
ニ
依
リ
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ

規
定
ス
ル
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

第
六
条
乃
至
前
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書

ニ
扶
助
料
証
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
十
条
ノ
四
　
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
一
時
恩
給

（
恩
給
法
第
十
条
ノ
二
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
請
求
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
ニ
限
ル
モ
ノ
ト
シ
以
下
本
条
ニ
於

テ
同
ジ
）
若
ハ
一
時
扶
助
料
（
恩
給
法
第
十
条
ノ
二
第

一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
ヲ
含

ム
モ
ノ
ト
シ
以
下
本
条
ニ
於
テ
同
ジ
）
ヲ
受
ク
ル
ノ
権

利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十

条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
四
条
の
四
乃
至
第
二
十
四
条

の
十
三
若
ハ
第
二
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
扶
助
料
ヲ
請

求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
又
ハ
一
時
恩
給
（
法
律
第
百
五
十

五
号
附
則
第
四
十
一
条
ニ
規
定
ス
ル
旧
日
本
医
療
団
ノ

職
員
、
同
法
附
則
第
四
十
一
条
の
二
ニ
規
定
ス
ル
日
本

赤
十
字
社
ノ
救
護
員
、
同
法
附
則
第
四
十
一
条
の
四
ニ

規
定
ス
ル
旧
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社
ノ
社
員
、
同
法

附
則
第
四
十
二
条
ニ
規
定
ス
ル
外
国
政
府
職
員
、
同
法

附
則
第
四
十
三
条
ニ
規
定
ス
ル
外
国
特
殊
法
人
職
員
又

ハ
同
法
附
則
第
四
十
三
条
の
二
ニ
規
定
ス
ル
外
国
特
殊

機
関
職
員
ト
為
ル
前
ノ
公
務
員
ト
シ
テ
ノ
在
職
年
ニ
基

ク
モ
ノ
ヲ
除
ク
モ
ノ
ト
シ
以
下
本
条
ニ
於
テ
同
ジ
）
若

ハ
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ

法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
一
条
乃
至
第
四
十
二

条
若
ハ
第
四
十
二
条
の
三
乃
至
第
四
十
四
条
の
三
若
ハ

法
律
第
三
十
九
号
附
則
第
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
扶
助

料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
六
条
乃
至
第

十
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
左
ノ

書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
当
該
一
時
恩
給
又
ハ
一
時
扶
助
料
ノ
請
求
ヲ
為
サ

ザ
リ
シ
者
ニ
在
リ
テ
ハ
将
来
当
該
一
時
恩
給
又
ハ
一

時
扶
助
料
ノ
請
求
ヲ
為
サ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
申
立
書

二
　
当
該
一
時
恩
給
又
ハ
一
時
扶
助
料
ノ
裁
定
ヲ
経
タ

ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ
ト
及
当
該

一
時
恩
給
又
ハ
一
時
扶
助
料
ヲ
返
還
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ

明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

第
十
条
ノ
五
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の

三
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
依
リ
又
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号
附

則
第
二
十
九
条
の
二
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル

ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ
当
該
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン

ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
六
条
乃
至
前
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
公
務
員
ガ
在
職
中
ノ
職
務
ニ

関
連
シ
テ
拘
禁
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
並
ニ
当
該
拘
禁
ノ
期

間
及
場
所
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
法
務
大
臣
又
ハ
厚
生
労
働

大
臣
ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
十
条
ノ
六
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の

三
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
依
リ
又
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号
附

則
第
二
十
四
条
の
四
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶
助
料
ノ
改
定
ヲ

請
求
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
扶
助
料
改
定
請
求
書
ニ
左
ノ
書

類
ヲ
添
付
シ
公
務
員
ノ
本
属
庁
ヲ
経
テ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ

差
出
ス
ベ
シ

一
　
公
務
員
ノ
在
職
中
ノ
履
歴
書

二
　
扶
助
料
証
書

三
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の
三
ノ
規

定
ニ
依
リ
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル

者
ニ
在
リ
テ
ハ
公
務
員
ガ
在
職
中
ノ
職
務
ニ
関
連
シ

テ
拘
禁
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
並
ニ
当
該
拘
禁
ノ
期
間
及

場
所
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
法
務
大
臣
又
ハ
厚
生
労
働
大

臣
ノ
証
明
書

第
十
条
ノ
七
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
ノ
規

定
ニ
依
ル
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

第
六
条
乃
至
第
十
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求

書
ニ
当
該
未
帰
還
公
務
員
ノ
死
亡
ガ
判
明
シ
タ
ル
年
月

日
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三

十
条
第
二
項
但
書
及
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
普
通
恩
給

ノ
給
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル

書
類
ノ
外
普
通
恩
給
証
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
当
該
未
帰
還
公
務
員
ニ
関
シ

当
該
扶
助
料
ノ
支
給
ガ
始
メ
ラ
ル
ル
月
ヨ
リ
当
該
未
帰

還
公
務
員
ノ
死
亡
ガ
判
明
シ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
迄
ノ

分
ト
シ
テ
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
ニ
依
ル
留
守

家
族
手
当
若
ハ
特
別
手
当
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ

当
該
未
帰
還
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
同
法
附
則
第
四
十
六

項
ノ
規
定
ニ
依
ル
手
当
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ア
ル
ト

キ
ハ
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ノ
外
当
該
手
当
ノ
支
給

ニ
関
ス
ル
本
属
庁
ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
十
条
ノ
八
　
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
二
百
号
以
下
法
律
第
二
百
号
ト
称

ス
）
附
則
第
四
項
（
扶
助
料
ノ
年
額
ノ
改
定
ニ
関
ス
ル

部
分
ヲ
除
ク
）
ノ
規
定
ニ
依
ル
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト

ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
六
条
、
第
八
条
及
第
十
条
ノ
規

定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス

ベ
シ

一
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
八
年
法
律
第
百
八
十
一
号
以
下
本
号
ニ
於
テ
法
律

第
百
八
十
一
号
ト
称
ス
）
附
則
第
二
十
項
ノ
規
定
ニ

依
ル
遺
族
年
金
（
以
下
本
条
ニ
於
テ
遺
族
年
金
ト
称

ス
）
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
遺
族
年
金
ノ
裁
定
ニ

関
ス
ル
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書
、
請
求
者
ガ
公
務

員
ノ
死
亡
ニ
付
遺
族
年
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
法

律
第
百
八
十
一
号
附
則
第
二
十
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
弔

慰
金
（
以
下
本
号
ニ
於
テ
弔
慰
金
ト
称
ス
）
ヲ
受
ケ

タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
弔
慰
金
ノ
裁
定
ニ
関
ス
ル
厚
生
労

働
大
臣
ノ
証
明
書
、
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付

遺
族
年
金
又
ハ
弔
慰
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
ナ
ク
請
求

者
以
外
ノ
者
ガ
当
該
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
遺
族
年
金

ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ガ
受
ケ
タ
ル
遺
族
年
金

ノ
裁
定
ニ
関
ス
ル
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書
、
公
務

員
ノ
死
亡
ニ
付
遺
族
年
金
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ナ
ク
請
求

者
以
外
ノ
者
ガ
当
該
公
務
員
ノ
死
亡
ニ
付
弔
慰
金
ヲ

受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ガ
受
ケ
タ
ル
弔
慰
金
ノ
裁

定
ニ
関
ス
ル
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書

二
　
公
務
員
ガ
退
職
後
死
亡
迄
ノ
間
ニ
於
テ
恩
給
法
ニ

規
定
ス
ル
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ

事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
及
請
求
者
ガ
公
務
員
死

亡
後
法
律
第
二
百
号
施
行
迄
ノ
間
ニ
於
テ
恩
給
法
ニ

規
定
ス
ル
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
又
ハ
資
格
ヲ
失

フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
申
立
書

三
　
法
律
第
二
百
号
附
則
第
六
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
控
除

ス
ベ
キ
遺
族
年
金
ノ
給
与
額
ニ
関
ス
ル
厚
生
労
働
大

臣
ノ
証
明
書

第
十
条
ノ
九
　
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
者
二
人
以
上
ア
ル
場
合

ニ
於
テ
其
ノ
中
ノ
一
部
ノ
者
ガ
失
権
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
扶

助
料
証
書
書
換
請
求
書
ニ
扶
助
料
証
書
及
其
ノ
者
ガ
扶

助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
ヒ
タ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
書

類
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
恩
給
法
第
七
十
三
条
ノ
二
ノ
規

定
ニ
依
ル
総
代
者
タ
ル
扶
助
料
権
者
ガ
失
権
シ
仍
扶
助

料
ヲ
受
ク
ル
者
二
人
以
上
ア
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ

依
ル
ノ
外
扶
助
料
証
書
書
換
請
求
書
ニ
此
等
扶
助
料
ヲ

受
ク
ル
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者
選
任
届
書
ヲ
添
附
ス

ベ
シ

第
十
条
ノ
十
　
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
第
二
条
ニ

規
定
ス
ル
未
帰
還
者
ニ
シ
テ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則

第
三
十
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
未
帰
還
公
務
員
タ
ラ
ザ

ル
公
務
員
ノ
死
亡
ガ
昭
和
三
十
三
年
五
月
一
日
以
後
判

明
シ
タ
ル
場
合
ニ
給
セ
ラ
ル
ベ
キ
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン

ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
六
条
乃
至
第
十
条
ノ
規
定
ニ

依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
当
該
公
務
員
ノ
死
亡
ガ
判

明
シ
タ
ル
年
月
日
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
付
ス

ベ
シ前

項
ノ
場
合
ニ
於
テ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三

十
条
第
二
項
但
書
及
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
普
通
恩
給

ノ
給
与
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
前
項
ニ
規
定
ス
ル

書
類
ノ
外
普
通
恩
給
証
書
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
当
該
公
務
員
ニ
関
シ
昭
和
二

十
二
年
七
月
分
以
降
（
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十

条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
旧
軍
人
、
旧
準
軍
人
及
旧
軍
属

ニ
関
シ
テ
ハ
昭
和
二
十
八
年
四
月
分
以
降
）
当
該
公
務

員
ノ
死
亡
ガ
判
明
シ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
迄
ノ
分
ト
シ

テ
旧
未
復
員
者
給
与
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八

十
二
号
）
、
旧
官
吏
俸
給
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第

百
九
十
二
号
）
、
旧
政
府
職
員
の
新
給
与
実
施
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
六
号
）
若
ハ
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
九
十
五
号
）
ニ
依
ル
俸
給
及
扶
養
手
当
（
他
ノ

法
令
ニ
依
ル
之
ニ
相
当
ス
ル
給
与
ヲ
含
ム
）
、
未
帰
還

者
留
守
家
族
等
援
護
法
ニ
依
ル
留
守
家
族
手
当
若
ハ
特

別
手
当
又
ハ
同
法
附
則
第
四
十
六
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
手

当
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
ニ
規
定

ス
ル
書
類
ノ
外
当
該
手
当
ノ
支
給
ニ
関
ス
ル
本
属
庁
ノ

証
明
書
ヲ
添
付
ス
ベ
シ

第
十
条
ノ
十
一
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
六
条

第
一
項
、
第
四
十
七
条
又
ハ
第
四
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依

ル
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
十
四

条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ

添
附
ス
ベ
シ
但
シ
第
十
条
ノ
二
第
一
項
及
第
十
条
ノ
八

第
二
号
ノ
申
立
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

一
　
公
務
員
ガ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
恩
給

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
又
ハ
資
格
ヲ
失
ヒ
タ
ル
コ
ト
及
当

該
刑
ノ
言
渡
ノ
効
力
ガ
失
ハ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
サ
レ
タ

ル
コ
ト
（
併
合
罪
ニ
付
併
合
シ
テ
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ

ル
者
ニ
シ
テ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
八
条

ノ
規
定
ニ
係
ル
請
求
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ

テ
ハ
併
合
罪
中
或
罪
ニ
付
大
赦
ヲ
受
ケ
タ
ル
コ
ト
）

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
公
務
員
ガ
退
職
後
死
亡
迄
ノ
間
ニ
於
テ
前
号
ノ
申

立
ニ
係
ル
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ニ
因
ル
ノ
外
恩

給
法
ニ
規
定
ス
ル
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失

フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
及
請
求
者
ガ
公

務
員
死
亡
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル

4



ノ
権
利
又
ハ
資
格
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ

シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
六
条
第
二
項
ノ
規

定
ニ
依
ル
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

前
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
左
ノ

書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ
第
十
条
ノ
二
第
一
項
及
第
十

条
ノ
八
第
二
号
ノ
申
立
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

セ
ズ

一
　
公
務
員
ガ
懲
戒
又
ハ
懲
罰
ノ
処
分
ニ
因
リ
退
職
シ

タ
ル
コ
ト
ニ
因
リ
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
資
格
ヲ
失
ヒ
タ

ル
コ
ト
及
当
該
懲
戒
又
ハ
懲
罰
ガ
免
除
サ
レ
タ
ル
コ

ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
公
務
員
ガ
退
職
後
死
亡
迄
ノ
間
ニ
於
テ
恩
給
法
ニ

規
定
ス
ル
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ

事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
及
請
求
者
ガ
公
務
員
死

亡
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

又
ハ
資
格
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

第
十
条
ノ
十
二
　
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ

依
ル
加
給
ヲ
含
ム
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
前
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書

ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
遺
族
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務

員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
遺
族
ノ

身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）
（
前
十
四
条
ノ

規
定
ニ
依
リ
添
附
ス
ベ
キ
戸
籍
謄
本
ト
重
複
ス
ル
場

合
ヲ
除
ク
）

二
　
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
遺
族
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当

時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ

シ
タ
ル
コ
ト
及
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
依
リ

生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ

明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

第
二
条
ノ
三
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ

加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
遺
族
ガ
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ

テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ナ
ル
場
合
ニ

之
ヲ
準
用
ス

第
十
条
ノ
十
三
　
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
一
号
以
下
法
律
第
五
十

一
号
ト
称
ス
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
加

算
ヲ
含
ム
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

第
六
条
乃
至
第
十
条
ノ
十
一
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助

料
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員

死
亡
ノ
時
以
後
ノ
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ノ
身
分

関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）
（
第
七
条
乃
至
第
十

条
ノ
十
一
ノ
規
定
ニ
依
リ
添
附
ス
ベ
キ
戸
籍
謄
本
ト

重
複
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
）

二
　
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当
時

之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ

タ
ル
コ
ト
及
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
依
リ
生

計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

三
　
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
ニ

規
定
ス
ル
老
齢
、
退
職
又
ハ
障
害
ヲ
支
給
事
由
ト
ス

ル
年
金
タ
ル
給
付
ニ
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ

ヲ
受
ク
ル
ヤ
否
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ガ
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ

テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ナ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
請
求
書
ニ
重

度
障
害
ノ
状
態
ヲ
証
ス
ル
診
断
書
及
生
活
資
料
ヲ
得
ル

ノ
途
ナ
キ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ

キ
者
ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
十
一
条
　
恩
給
法
第
七
十
四
条
又
ハ
第
七
十
八
条
ノ
二

但
書
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶
助
料
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
第
七
条
乃
至
第
十
条
ノ
十
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶

助
料
請
求
書
ニ
重
度
障
害
ノ
状
態
ヲ
証
ス
ル
診
断
書
及

生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長

又
ハ
之
ニ
準
ス
ヘ
キ
者
ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ
但
シ

請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
ノ
当
時
ヨ
リ
重
度
障
害
ノ
状

態
ニ
在
ル
夫
ナ
ル
ト
キ
ハ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ

コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ノ
証

明
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

第
十
一
条
ノ
二
　
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ

依
ル
加
給
ヲ
受
ク
ル
扶
助
料
権
者
ハ
其
ノ
加
給
ノ
原
因

タ
ル
遺
族
ノ
員
数
ノ
増
減
ア
リ
タ
ル
場
合
（
総
務
大
臣

ガ
裁
定
シ
タ
ル
恩
給
ニ
付
テ
国
内
ニ
居
住
ス
ル
加
給
ノ

原
因
タ
ル
遺
族
ガ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
ヲ
除
ク
）
ニ
於
テ

ハ
加
給
員
数
ノ
変
動
ニ
依
ル
扶
助
料
改
定
請
求
書
ニ
左

ノ
書
類
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

一
　
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
遺
族
ノ
員
数
増
加
シ
タ
ル

場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
扶
助
料
証
書
及
戸
籍
謄
本
（
加
給

ノ
原
因
タ
ル
遺
族
ノ
員
数
ノ
増
加
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル

モ
ノ
）
並
第
十
条
ノ
十
二
第
一
項
第
二
号
ノ
申
立
書

二
　
加
給
ノ
原
因
タ
ル
遺
族
ノ
員
数
減
少
シ
タ
ル
場
合

ニ
在
リ
テ
ハ
扶
助
料
証
書
及
加
給
ノ
原
因
タ
ル
遺
族

ノ
員
数
ノ
減
少
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申

立
書

第
二
条
ノ
三
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
第
一
号
ノ
場
合

ニ
於
テ
加
給
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
遺
族
ガ
重
度
障
害
ノ
状

態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ナ
ル

場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
十
一
条
ノ
三
　
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
第
一

項
ノ
規
定
ニ
依
ル
加
算
ヲ
受
ク
ル
扶
助
料
権
者
ハ
其
ノ

加
算
ノ
原
因
タ
ル
子
ノ
員
数
ノ
変
動
ニ
因
リ
加
算
ノ
年

額
ニ
増
減
ア
リ
タ
ル
場
合
（
総
務
大
臣
ガ
裁
定
シ
タ
ル

恩
給
ニ
付
テ
国
内
ニ
居
住
ス
ル
加
算
ノ
原
因
タ
ル
子
ガ

死
亡
シ
タ
ル
場
合
ヲ
除
ク
）
ニ
於
テ
ハ
加
算
員
数
ノ
変

動
ニ
依
ル
扶
助
料
改
定
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
シ

裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

一
　
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ノ
員
数
ノ
増
加
ニ
因
リ

加
算
年
額
ヲ
増
額
ス
ベ
キ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
扶
助
料

証
書
及
戸
籍
謄
本
（
加
算
ノ
原
因
タ
ル
子
ノ
員
数
ノ

増
加
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）
並
第
十
条
ノ
十
三
第

一
項
第
二
号
ノ
申
立
書

二
　
加
算
ノ
原
因
タ
ル
子
ノ
員
数
ノ
減
少
ニ
因
リ
加
算

年
額
ヲ
減
額
ス
ベ
キ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
扶
助
料
証
書

及
加
算
ノ
原
因
タ
ル
子
ノ
員
数
ノ
減
少
シ
タ
ル
コ
ト

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

第
十
条
ノ
十
三
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
第
一
号
ノ
場

合
ニ
於
テ
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ガ
重
度
障
害
ノ
状

態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ナ
ル

場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
十
一
条
ノ
四
　
恩
給
法
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ニ

規
定
ス
ル
扶
助
料
（
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
七
条
中
法

律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
ノ
次
ニ
一
条
ヲ
加
フ
ル

改
正
規
定
ノ
施
行
ノ
日
以
後
ニ
給
与
事
由
ノ
生
ジ
タ
ル

扶
助
料
ニ
限
ル
モ
ノ
ト
シ
以
下
本
条
及
第
三
十
四
条
ノ

二
第
三
号
ニ
於
テ
同
ジ
）
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
法
律
第
五
十

一
号
附
則
第
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
加
算
ヲ
受

ク
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
加
算
ニ
関
ス
ル
扶
助
料

改
定
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差

出
ス
ベ
シ

一
　
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号

ニ
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
扶
助
料
証
書
、
戸

籍
謄
本
（
加
算
ノ
原
因
タ
ル
子
ノ
ア
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）
、
第
十
条
ノ
十
三
第
一
項
第
二
号

及
第
三
号
ノ
申
立
書
並
ニ
重
度
障
害
ノ
状
態
ヲ
証
ス

ル
診
断
書
及
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
コ
ト
ヲ
証

ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ノ
証
明
書

（
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ガ
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ

シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ノ
場

合
）

二
　
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号

ニ
該
当
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
扶
助
料
証
書
及
第

十
条
ノ
十
三
第
一
項
第
三
号
ノ
申
立
書

法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
ノ
規

定
ニ
依
ル
加
算
額
ノ
加
算
ヲ
含
ム
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
者

ハ
其
ノ
後
同
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
老
齢
、
退
職
又
ハ

障
害
ヲ
支
給
事
由
ト
ス
ル
年
金
タ
ル
給
付
ニ
シ
テ
政
令

ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト
ト
ナ
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
加
算
ニ
関
ス
ル
扶
助
料
改
定
請
求
書
ニ
扶

助
料
証
書
及
第
十
条
ノ
十
三
第
一
項
第
三
号
ノ
申
立
書

ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ

依
ル
加
算
ヲ
含
ム
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
者
ハ
法
律
第
五
十

一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
老
齢
、

退
職
又
ハ
障
害
ヲ
支
給
事
由
ト
ス
ル
年
金
タ
ル
給
付
ニ

シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ト
ナ
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
加
算
ニ
関
ス
ル
扶
助
料
改
定
請
求
書
ニ
前

項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス

ベ
シ

第
十
二
条
　
恩
給
法
第
七
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶
助
料

ノ
停
止
ヲ
申
請
ス
ル
者
ガ
次
順
位
者
タ
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
当
該
次
順
位
者
ハ
扶
助
料
停
止
申
請
書
ニ
左
ノ
書
類

ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

一
　
扶
助
料
権
者
ノ
所
在
不
明
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
公

ノ
証
明
書

二
　
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ

請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

三
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ

維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
恩
給
法
第
七
十
九
条

ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定

ニ
依
リ
添
附
ス
ベ
キ
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス

ベ
シ

一
　
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者

選
任
届
書

二
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
戸

籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ

ン
ト
ス
ル
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

（
前
項
第
二
号
ノ
戸
籍
謄
本
ト
重
複
ス
ル
場
合
ヲ
除

ク
）

三
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ガ
公

務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之

ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
（
前
項
第
三
号
ノ
申
立
書
ニ
連
記
シ
之
ニ
代
フ
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

第
十
二
条
ノ
二
　
恩
給
法
第
七
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶

助
料
ノ
停
止
ヲ
申
請
ス
ル
者
ガ
同
順
位
者
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
当
該
同
順
位
者
ハ
扶
助
料
停
止
申
請
書
ニ
扶
助

料
権
者
ノ
所
在
不
明
ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
公
ノ
証
明
書

ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

恩
給
法
第
七
十
三
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
タ

ル
扶
助
料
権
者
ガ
所
在
不
明
ト
ナ
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ

他
ニ
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
者
二
人
以
上
ア
ル
ト
キ
ハ
前
項

ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
扶
助
料
停
止
申
請
書
ニ
此
等
扶
助

5



料
ヲ
受
ク
ル
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者
選
任
届
書
ヲ
添
附

ス
ベ
シ

第
十
二
条
ノ
三
　
前
二
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
同
時
ニ
恩
給

法
第
七
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
扶
助
料
転
給
ノ
請
求
ヲ

為
ス
ベ
シ

第
十
三
条
　
恩
給
法
第
七
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶
助
料

ノ
転
給
ヲ
請
求
ス
ル
者
ガ
次
順
位
者
タ
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
当
該
次
順
位
者
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
記
載
シ
タ
ル
扶
助
料

転
給
請
求
書
ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
シ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
差

出
ス
ベ
シ

一
　
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ

請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

二
　
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ

維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
恩
給
法
第
七
十
九
条

ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定

ニ
依
リ
添
附
ス
ベ
キ
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス

ベ
シ

一
　
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者

選
任
届
書

二
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
戸

籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
ノ
時
以
後
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ

ン
ト
ス
ル
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

（
前
項
第
一
号
ノ
戸
籍
謄
本
ト
重
複
ス
ル
場
合
ヲ
除

ク
）

三
　
請
求
者
以
外
ノ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ガ
公

務
員
ノ
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之

ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
（
前
項
第
二
号
ノ
申
立
書
ニ
連
記
シ
之
ニ
代
フ
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

前
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
添
附
ス
ベ
キ
書
類
ハ
第
十
二

条
ノ
規
定
ニ
依
リ
之
ヲ
添
附
シ
タ
ル
場
合
ハ
其
ノ
添
附

ヲ
要
セ
ズ

第
十
三
条
ノ
二
　
恩
給
法
第
七
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶

助
料
ノ
転
給
ヲ
請
求
ス
ル
者
ガ
同
順
位
者
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
当
該
同
順
位
者
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
記
載
シ
タ
ル
扶

助
料
転
給
請
求
書
ヲ
裁
定
庁
ニ
差
出
ス
ベ
シ

恩
給
法
第
七
十
三
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
ニ

付
扶
助
料
停
止
ノ
事
由
生
ジ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
他
ニ
扶

助
料
ヲ
受
ク
ル
者
二
人
以
上
ア
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定

ニ
依
リ
差
出
ス
ベ
キ
請
求
書
ニ
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス

ル
者
全
員
連
署
ノ
総
代
者
選
任
届
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
第
十
二
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
リ
之
ヲ
添
附
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
添
附
ヲ
要
セ
ズ

第
十
三
条
ノ
三
　
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス

ル
者
ハ
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
請
求
書
ニ
其
ノ
者
ガ
傷

病
年
金
又
ハ
特
例
傷
病
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
死
亡
ニ
関

シ
扶
助
料
又
ハ
退
職
年
金
ニ
関
ス
ル
恩
給
法
以
外
ノ
法

令
ノ
規
定
ニ
依
ル
公
務
員
若
ハ
公
務
員
ニ
準
ズ
ル
者
ト

シ
テ
ノ
在
職
年
ヲ
算
入
シ
タ
ル
期
間
ニ
基
ク
遺
族
年
金

ヲ
給
セ
ラ
レ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添

附
シ
之
ヲ
裁
定
庁
ニ
差
出
ス
ベ
シ
但
シ
法
律
第
五
十
一

号
附
則
第
十
五
条
第
五
項
ニ
規
定
ス
ル
傷
病
者
遺
族
特

別
年
金
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
当
該
申
立
書

ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
ノ

請
求
、
停
止
又
ハ
転
給
ニ
付
テ
ハ
第
八
条
、
第
十
条
、

第
十
条
ノ
九
、
第
十
一
条
及
第
十
二
条
乃
至
前
条
ノ
規

定
ヲ
準
用
ス

第
十
四
条
　
恩
給
法
第
八
十
一
条
又
ハ
第
八
十
二
条
ノ
規

定
ニ
依
リ
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
一
時
扶

助
料
請
求
書
ヲ
裁
定
庁
ニ
差
出
ス
ヘ
シ
但
シ
第
十
五
条

第
一
項
第
二
号
又
ハ
第
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
一
時
扶

助
料
請
求
書
ニ
公
務
員
ノ
在
職
中
ノ
履
歴
書
ヲ
添
附
ス

ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
公
務
員
ノ
本
属
庁
ヲ
経
テ
之
ヲ
差

出
ス
ヘ
シ

第
十
五
条
　
恩
給
法
第
八
十
一
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
一
時
扶

助
料
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
一
時
扶
助
料
請
求
書

ニ
重
度
障
害
ノ
状
態
ヲ
証
ス
ル
診
断
書
及
生
活
資
料
ヲ

得
ル
ノ
途
ナ
キ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準

ス
ヘ
キ
者
ノ
証
明
書
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
　
公
務
員
カ
既
ニ
普
通
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
恩
給
証
書
並
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員

死
亡
当
時
ノ
請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル

モ
ノ
）
及
請
求
者
ガ
公
務
員
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生

計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ

明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

二
　
公
務
員
カ
未
タ
普
通
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
経
サ
ル
ト
キ

ハ
公
務
員
ノ
在
職
中
ノ
履
歴
書
並
請
求
者
ノ
戸
籍
謄

本
（
公
務
員
死
亡
当
時
ノ
請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）
及
請
求
者
ガ
公
務
員
死
亡
当
時

之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ

タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
恩
給
法
第
八
十
一
条

第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規

定
ニ
依
リ
添
附
ス
ベ
キ
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス

ベ
シ

一
　
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
全
員
連
署
ノ
総

代
者
選
任
届
書

二
　
請
求
者
以
外
ノ
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者

ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
当
時
ノ
一
時
扶
助
料
ヲ

受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ

ノ
）
（
前
項
第
二
号
ノ
戸
籍
謄
本
ト
重
複
ス
ル
場
合

ヲ
除
ク
）

三
　
請
求
者
以
外
ノ
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者

ガ
公
務
員
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ

之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申

立
書
（
前
項
各
号
ノ
申
立
書
ニ
連
記
シ
之
ニ
代
フ
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

第
十
六
条
　
恩
給
法
第
八
十
二
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
一
時
扶

助
料
ヲ
請
求
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
一
時
扶
助
料
請
求
書

ニ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
　
公
務
員
ノ
在
職
中
ノ
履
歴
書

二
　
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
当
時
ノ
請
求

者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ
ノ
）

三
　
請
求
者
ガ
公
務
員
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維

持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ

シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
恩
給
法
第
八
十
二
条

第
四
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
総
代
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
各
号

ニ
掲
グ
ル
書
類
ノ
外
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
全
員
連
署
ノ
総

代
者
選
任
届
書

二
　
請
求
者
以
外
ノ
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者

ノ
戸
籍
謄
本
（
公
務
員
死
亡
当
時
ノ
一
時
扶
助
料
ヲ

受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
モ

ノ
）
（
前
項
第
二
号
ノ
戸
籍
謄
本
ト
重
複
ス
ル
場
合

ヲ
除
ク
）

三
　
請
求
者
以
外
ノ
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者

ガ
公
務
員
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ

之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申

立
書
（
前
項
第
三
号
ノ
申
立
書
ニ
連
記
シ
之
ニ
代
フ

ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

第
十
六
条
ノ
二
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十
条
、
第

十
条
の
二
、
第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
七

条
、
第
十
七
条
の
二
又
ハ
第
二
十
九
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

一
時
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
三

条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
一
時
扶
助
料
請
求
書
ニ
左
ノ
書

類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

一
　
公
務
員
ガ
退
職
後
死
亡
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
公
務
員
ガ
退
職
後
死
亡
迄
ノ
間
ニ
於
テ
恩
給
法
ニ

規
定
ス
ル
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
フ
ベ
キ

事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
及
請
求
者
ガ
公
務
員
死

亡
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

又
ハ
資
格
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該
当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト

ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
並
ニ
請
求
者
ガ
扶
助
料
ヲ

給
セ
ラ
レ
ザ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申

立
書

二
　
公
務
員
ガ
在
職
中
死
亡
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
請

求
者
ガ
公
務
員
死
亡
後
恩
給
法
ニ
規
定
ス
ル
扶
助
料

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
又
ハ
資
格
ヲ
失
フ
ベ
キ
事
由
ニ
該

当
セ
ザ
リ
シ
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
及
請
求

者
ガ
扶
助
料
ヲ
給
セ
ラ
レ
ザ
ル
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
申
立
書

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号

附
則
第
十
条
の
二
、
第
十
二
条
の
二
又
ハ
第
十
七
条
の

二
ノ
規
定
ニ
依
ル
一
時
扶
助
料
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
者

ナ
ル
ト
キ
ハ
同
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ノ
外
其
ノ
者
ガ
退

職
年
金
ニ
関
ス
ル
恩
給
法
以
外
ノ
法
令
ノ
規
定
ニ
依
ル

旧
軍
人
若
ハ
旧
軍
属
ト
シ
テ
ノ
実
在
職
年
ヲ
算
入
シ
タ

ル
期
間
ニ
基
ク
遺
族
年
金
ヲ
給
セ
ラ
レ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
十
六
条
ノ
三
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条

の
三
ノ
規
定
ノ
適
用
ニ
依
リ
一
時
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ

権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ガ
当
該
一
時
扶
助
料
ヲ
請
求
セ

ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
四
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外

一
時
扶
助
料
請
求
書
ニ
公
務
員
ガ
在
職
中
ノ
職
務
ニ
関

連
シ
テ
拘
禁
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
及
当
該
拘
禁
期
間
ヲ
明

瞭
ニ
シ
得
ル
法
務
大
臣
又
ハ
厚
生
労
働
大
臣
ノ
証
明
書

ヲ
添
附
ス
ベ
シ

前
項
ニ
規
定
ス
ル
請
求
者
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号
附

則
ノ
規
定
ニ
依
リ
一
時
恩
給
（
恩
給
法
第
十
条
ノ
二
第

一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
ニ
限

ル
）
又
ハ
一
時
扶
助
料
（
恩
給
法
第
十
条
ノ
二
第
一
項

ノ
規
定
ニ
依
リ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
ヲ
含
ム
）

ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
当
該
一
時

恩
給
又
ハ
一
時
扶
助
料
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト

キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
一
時
扶
助
料
請
求
書
ニ

当
該
一
時
恩
給
又
ハ
一
時
扶
助
料
ノ
裁
定
ヲ
経
タ
ル
コ

ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
十
七
条
　
恩
給
法
第
十
条
ノ
二
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

恩
給
ヲ
請
求
ス
ル
者
ハ
恩
給
ノ
請
求
書
ヲ
裁
定
庁
ニ
差

出
ス
ヘ
シ
但
シ
死
亡
シ
タ
ル
恩
給
権
者
カ
恩
給
ヲ
請
求

ス
ト
セ
ハ
其
ノ
本
属
庁
ヲ
経
由
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ

其
ノ
本
属
庁
ヲ
経
テ
之
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ

第
十
八
条
　
前
条
ノ
請
求
書
ニ
ハ
左
ノ
書
類
ヲ
添
附
ス

ヘ
シ

一
　
死
亡
シ
タ
ル
恩
給
権
者
カ
恩
給
ヲ
請
求
ス
ト
セ
ハ

添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ヘ
キ
書
類

二
　
請
求
者
ノ
戸
籍
謄
本
（
死
亡
シ
タ
ル
恩
給
権
者
ノ

死
亡
当
時
ノ
請
求
者
ノ
身
分
関
係
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル

モ
ノ
）
（
前
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
添
附
シ
タ
ル
戸
籍
謄

本
ト
重
複
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
）

前
条
ノ
請
求
者
ガ
遺
族
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
前
項
各

号
ニ
掲
グ
ル
書
類
ノ
外
請
求
者
ガ
公
務
員
ノ
死
亡
当
時

之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持
シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ

ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ
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請
求
者
ガ
同
時
ニ
第
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
扶
助
料
ヲ
請

求
ス
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

前
条
ノ
請
求
者
ガ
遺
族
以
外
ノ
相
続
人
ナ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
第
一
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
書
類
ノ
外
相
続
人
タ
ル

コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ノ
証

明
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ
但
シ
第
一
項
第
二
号
ノ
戸
籍
謄
本

ニ
依
リ
相
続
人
タ
ル
コ
ト
顕
著
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ

在
ラ
ズ

第
十
九
条
　
削
除

第
十
九
条
ノ
二
　
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
条

ノ
十
二
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十

六
条
及
第
十
八
条
ニ
規
定
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
公
務
員
ノ

死
亡
ガ
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
ナ
ル
ト

キ
ハ
遺
族
ガ
公
務
員
死
亡
当
時
之
ニ
依
リ
生
計
ヲ
維
持

シ
又
ハ
之
ト
生
計
ヲ
共
ニ
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得

ル
申
立
書
ハ
之
ヲ
恩
給
ノ
請
求
書
ニ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
セ
ズ

第
十
九
条
ノ
三
　
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
十
条
、
第

十
七
条
又
ハ
第
二
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
普
通
恩
給
ヲ

請
求
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
普
通
恩
給
請
求
ノ
際
法
律
第
百

五
十
五
号
附
則
第
二
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
該
当
セ

ザ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
（
同
項
ノ
規
定
ニ

該
当
シ
タ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
後
同
項
ノ
規
定
ニ
該

当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
年
月
日
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
）
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

旧
恩
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
号
）
ニ
依
ル
改
正

前
ノ
旧
勅
令
第
六
十
八
号
第
八
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル

事
由
ニ
該
当
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス

ル
モ
ノ
ハ
恩
給
請
求
ノ
際
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第

二
十
九
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
該
当
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
申
立
書
（
同
項
ノ
規
定
ニ
該
当
シ
タ
ル
者
ニ

在
リ
テ
ハ
其
ノ
後
同
項
ノ
規
定
ニ
該
当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ

タ
ル
年
月
日
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
）
ヲ
差
出
ス

ベ
シ法

律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
四
条
の
四
乃
至
第

二
十
四
条
の
十
三
、
第
四
十
一
条
乃
至
第
四
十
二
条
若

ハ
第
四
十
二
条
の
三
乃
至
第
四
十
八
条
又
ハ
法
律
第
三

十
九
号
附
則
第
十
五
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
普
通
恩
給
又
ハ

扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
者
ハ
当
該
普

通
恩
給
又
ハ
扶
助
料
ヲ
請
求
ノ
際
公
務
員
退
職
ノ
時
ニ

於
テ
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ル
モ
ノ

ト
セ
バ
恩
給
法
以
外
ノ
法
令
ニ
依
リ
其
ノ
権
利
消
滅
ス

ベ
カ
リ
シ
モ
ノ
ニ
非
ザ
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立

書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
四
十
一
条
の
三
又
ハ
第

四
十
二
条
の
二
（
同
法
附
則
第
四
十
三
条
及
第
四
十
三

条
の
二
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
ノ

規
定
ノ
適
用
ニ
依
リ
普
通
恩
給
若
ハ
扶
助
料
ヲ
請
求
セ

ン
ト
ス
ル
者
又
ハ
普
通
恩
給
若
ハ
扶
助
料
ノ
改
定
ヲ
請

求
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
此
等
ノ
請
求
ノ
際
同
法
附
則
第
四

十
一
条
の
三
又
ハ
第
四
十
二
条
の
二
ニ
規
定
ス
ル
帰
国

シ
タ
ル
日
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
差
出
ス
ベ
シ

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則
第
十
八
条
ニ
規
定
ス
ル
者

ニ
シ
テ
普
通
恩
給
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
又
ハ
普
通

恩
給
ノ
改
定
ヲ
請
求
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
等
ノ
請
求

ノ
際
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
ニ
依
ル
障
害
年

金
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
明
瞭
ニ
シ
得
ル
申
立
書
ヲ
差
出
ス

ベ
シ

第
十
九
条
ノ
四
　
第
二
条
ノ
七
第
四
項
、
第
二
条
ノ
九
、

第
二
条
ノ
十
一
、
第
三
条
ノ
二
第
一
項
、
第
三
条
ノ

三
、
第
十
条
ノ
三
、
第
十
条
ノ
六
、
第
十
条
ノ
九
第
一

項
又
ハ
第
十
一
条
ノ
二
乃
至
第
十
一
条
ノ
四
ノ
規
定
ニ

依
リ
恩
給
ノ
請
求
書
ニ
恩
給
証
書
、
普
通
恩
給
証
書
又

ハ
扶
助
料
証
書
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
場
合
ニ
ハ
此

等
ノ
写
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
条
　
恩
給
ノ
請
求
ニ
付
恩
給
証
書
又
ハ
裁
定
通
知

書
ヲ
添
附
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
亡
失
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ

因
リ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
証
拠
書
類

ヲ
添
ヘ
其
ノ
事
由
ヲ
届
出
ツ
ヘ
シ

第
二
十
一
条
　
本
属
庁
カ
廃
止
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
書
類
ハ
其
ノ
庁
ノ
事
務
ヲ
引
継
キ
タ
ル
庁
ヲ
経
由
ス

ヘ
シ

第
二
章
　
恩
給
ノ
裁
定

第
二
十
二
条
　
本
属
庁
ニ
於
テ
恩
給
請
求
書
類
ヲ
受
付
ケ

タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
調
査
シ
不
備
ノ
点
ナ
キ
コ
ト
ヲ
認
メ

タ
ル
ト
キ
ハ
恩
給
金
額
計
算
書
ヲ
作
リ
履
歴
書
、
証
明

書
其
ノ
他
ノ
添
附
書
類
ニ
付
其
ノ
庁
ニ
於
テ
証
明
シ
得

ヘ
キ
モ
ノ
ハ
証
明
シ
速
ニ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
送
付
ス
ヘ
シ

但
シ
第
二
条
ノ
八
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
履
歴
書
ノ
添

附
ヲ
要
セ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
恩
給
金
額
計
算
書
ヲ
作

ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

本
属
庁
ニ
於
テ
恩
給
請
求
書
類
ニ
不
備
ノ
点
ア
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
期
間
ヲ
定
メ
其
ノ
不
備

ヲ
追
完
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

請
求
者
前
項
ノ
期
間
内
ニ
不
備
ノ
追
完
ヲ
為
サ
サ
ル

ト
キ
又
ハ
本
属
庁
恩
給
請
求
理
由
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
ト

キ
ハ
本
属
庁
ハ
恩
給
金
額
計
算
書
ノ
作
成
ヲ
省
略
シ
意

見
ヲ
具
シ
恩
給
請
求
書
類
ヲ
裁
定
庁
ニ
送
付
ス
ヘ
シ

第
二
十
三
条
　
裁
定
庁
ニ
於
テ
恩
給
請
求
書
類
ヲ
受
付
ケ

タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
審
査
シ
恩
給
請
求
書
類
ニ
不
備
ノ
点

ナ
ク
且
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ

ハ
年
金
タ
ル
恩
給
ニ
付
テ
ハ
恩
給
証
書
ヲ
、
一
時
金
タ

ル
恩
給
ニ
付
テ
ハ
裁
定
通
知
書
ヲ
請
求
者
ニ
交
付
ス
ヘ

シ
但
シ
第
十
七
条
ニ
規
定
ス
ル
恩
給
ノ
請
求
ニ
対
シ
テ

ハ
裁
定
通
知
書
ヲ
交
付
ス

裁
定
庁
ニ
於
テ
恩
給
請
求
書
類
ニ
不
備
ノ
点
ア
ル
コ

ト
ヲ
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
期
間
ヲ
定
メ
其
ノ
不
備

ヲ
追
完
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

請
求
者
前
項
ノ
期
間
内
ニ
不
備
ノ
追
完
ヲ
為
サ
サ
ル

ト
キ
又
ハ
裁
定
庁
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ナ
シ
ト
認
メ

タ
ル
ト
キ
ハ
裁
定
庁
ハ
其
ノ
請
求
ヲ
却
下
ス
ヘ
シ

第
二
十
三
条
ノ
二
　
裁
定
庁
ハ
恩
給
請
求
書
類
ニ
依
リ
証

明
セ
ン
ト
ス
ル
事
実
ノ
一
部
ニ
付
十
分
ナ
ル
心
証
ヲ
得

サ
ル
場
合
ニ
於
テ
争
ナ
キ
部
分
ノ
事
実
ノ
ミ
ヲ
以
テ
ス

ル
モ
尚
恩
給
ヲ
給
与
シ
得
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ

之
ヲ
他
ノ
部
分
ト
切
離
シ
先
ツ
其
ノ
事
実
ノ
ミ
ニ
基
キ

恩
給
ノ
裁
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
シ
之
ニ
因
リ
テ
別
種

ノ
恩
給
ヲ
給
与
ス
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在

ラ
ス前

項
ノ
場
合
ニ
於
テ
争
ア
ル
事
実
ニ
付
立
証
ヲ
得
タ

ル
ト
キ
ハ
前
裁
定
ヲ
訂
正
ス
ヘ
シ

第
二
十
四
条
　
権
利
者
又
ハ
関
係
庁
ニ
於
テ
恩
給
証
書
又

ハ
裁
定
通
知
書
ニ
誤
謬
ア
ル
コ
ト
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
証
拠
書
類
ヲ
添
附
シ
其
ノ
旨
ヲ
裁
定
庁
ニ
通
知
ス

ヘ
シ

第
二
十
五
条
　
裁
定
庁
ニ
於
テ
恩
給
証
書
又
ハ
裁
定
通
知

書
ニ
誤
謬
ア
ル
コ
ト
ヲ
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
訂
正
ノ
為
必

要
ナ
ル
手
続
ヲ
為
シ
其
ノ
旨
ヲ
権
利
者
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

此
ノ
場
合
ニ
於
テ
裁
定
庁
ガ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ

関
係
庁
ヲ
経
由
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
六
条
　
裁
定
庁
ハ
審
査
上
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト

キ
ハ
請
求
者
又
ハ
申
請
者
ニ
出
頭
ヲ
命
シ
又
ハ
必
要
ナ

ル
書
類
ノ
提
出
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
六
条
ノ
二
　
裁
定
庁
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則

又
ハ
法
律
第
二
百
号
附
則
ノ
規
定
ニ
依
ル
年
金
タ
ル
恩

給
ニ
付
テ
ハ
第
二
十
三
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
恩
給
証
書
ヲ

交
付
ス
ル
迄
ノ
間
裁
定
告
知
書
ヲ
交
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
裁
定
告
知
書
ヲ
交
付
シ
タ
ル
場

合
ニ
於
ケ
ル
第
二
条
乃
至
第
二
十
五
条
ノ
規
定
ノ
適
用

ニ
付
テ
ハ
此
等
ノ
規
定
中
「
恩
給
証
書
」
、
「
普
通
恩
給

証
書
」
又
ハ
「
扶
助
料
証
書
」
ト
ア
ル
ハ
「
裁
定
告
知

書
」
ト
ス

第
三
章
　
恩
給
ノ
支
給

第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
　
削
除

第
二
十
九
条
　
年
金
タ
ル
恩
給
ハ
毎
年
一
月
、
四
月
、
七

月
、
十
月
ノ
四
期
ニ
於
テ
各
其
ノ
前
月
分
迄
ヲ
支
給
ス

但
シ
一
月
ニ
支
給
ス
ベ
キ
恩
給
ハ
之
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル

者
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
前
年
ノ
十
二
月
ニ
於

テ
モ
之
ヲ
支
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ニ
規
定
ス
ル
支
給
期
月
ニ
支
給
ス
ベ
カ
リ
シ
恩

給
ハ
支
給
期
月
ニ
非
ザ
ル
時
期
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
支
給
ス

年
金
タ
ル
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
消
滅
シ
タ
ル
場
合

ニ
於
テ
ノ
其
ノ
期
ノ
恩
給
ノ
支
給
時
期
ニ
付
テ
ハ
命
令

ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
四
章
　
異
動
通
知
及
受
給
権
存
否
ノ
調
査

第
二
十
九
条
ノ
二
　
裁
定
庁
恩
給
ノ
改
定
ヲ
為
シ
タ
ル
場

合
ニ
於
テ
当
該
裁
定
庁
カ
改
定
前
ノ
恩
給
ノ
裁
定
庁
ニ

非
サ
ル
ト
キ
ハ
当
該
裁
定
庁
ハ
改
定
前
ノ
恩
給
ノ
裁
定

庁
ニ
対
シ
改
定
ヲ
為
シ
タ
ル
旨
並
公
務
員
ノ
再
就
職
後

ノ
退
職
当
時
ニ
於
ケ
ル
官
職
名
、
再
就
職
後
ノ
退
職
ノ

年
月
日
、
改
定
前
及
改
定
後
ノ
恩
給
証
書
（
裁
定
告
知

書
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
ノ
記
号
番
号
ヲ
通
知
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
規
定
ハ
法
律
第
百
五
十
五
号
施
行
ノ
際
現
ニ

恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
対
シ
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
ノ

規
定
ニ
依
ル
恩
給
ノ
裁
定
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
当

該
裁
定
庁
ガ
法
律
第
百
五
十
五
号
施
行
ノ
際
現
ニ
受
ク

ル
恩
給
ノ
裁
定
庁
ニ
非
ザ
ル
ト
キ
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
三
十
条
　
普
通
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
官
職
ニ
就
キ
恩
給
法

第
五
十
八
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
其
ノ
恩
給
ヲ
停
止
セ
ラ
ル

ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
就
職
当
時
ノ
本
属
庁
ハ
速
ニ

其
ノ
旨
ヲ
裁
定
庁
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

第
三
十
一
条
　
年
金
タ
ル
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
禁
錮
以
上
ノ

刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
（
恩
給
法
第
九
条
第
二
項
ニ

規
定
ス
ル
犯
罪
以
外
ノ
犯
罪
ニ
付
刑
ノ
全
部
ノ
執
行
猶

予
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ヲ
除
ク
）
又
ハ
刑
ノ
執
行

猶
予
ノ
言
渡
ヲ
取
消
サ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
宣
告
又
ハ

取
消
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
所
ハ
速
ニ
其
ノ
旨
ヲ
裁
定
庁
ニ

通
知
ス
ヘ
シ

第
三
十
二
条
　
年
金
タ
ル
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
国
籍
ヲ
失

ヒ
、
死
亡
シ
、
恩
給
法
第
八
十
条
ノ
規
定
ニ
該
当
シ
其

ノ
他
法
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
其
ノ
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利

ヲ
失
フ
場
合
（
総
務
大
臣
ガ
裁
定
シ
タ
ル
恩
給
ヲ
受
ク

ル
者
デ
国
内
ニ
居
住
ス
ル
モ
ノ
ガ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
ヲ

除
ク
）
ニ
於
テ
ハ
本
人
、
遺
族
又
ハ
縁
故
者
ヨ
リ
速
ニ

其
ノ
旨
ヲ
裁
定
庁
ニ
通
知
ス
ヘ
シ

法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
十
条
第
二
項
但
書
及

第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
普
通
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ク
ル
者

公
務
員
ノ
帰
国
其
ノ
他
恩
給
ノ
給
与
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ

得
ザ
ル
事
由
ニ
該
当
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
本
属
庁
ヨ

リ
速
ニ
其
ノ
旨
ヲ
裁
定
庁
ニ
通
知
ス
ベ
シ

第
三
十
三
条
　
法
律
第
二
百
号
附
則
第
六
項
ノ
規
定
ニ
依

リ
定
メ
ラ
ル
ル
額
ノ
扶
助
料
ヲ
給
セ
ラ
ル
ル
者
ア
ル
場

合
ニ
於
テ
同
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
控
除
ス
ベ
キ
額
ヲ
増
減

ス
ベ
キ
事
由
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
厚
生
労
働
大
臣
ハ
速
ニ

其
ノ
旨
ヲ
裁
定
庁
ニ
通
知
ス
ベ
シ
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第
三
十
四
条
　
年
金
タ
ル
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
其
ノ
本
籍
又

ハ
現
住
所
ヲ
変
更
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
其
ノ
旨
ヲ
裁
定

庁
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ

第
三
十
四
条
ノ
二
　
恩
給
法
第
九
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル

恩
給
受
給
権
存
否
ノ
調
査
ハ
左
ノ
事
項
ニ
付
之
ヲ
行
フ

一
　
遺
族
タ
ル
夫
又
ハ
成
年
ノ
子
ガ
重
度
障
害
ノ
状
態

ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
コ
ト
又
ハ
公
務

員
ノ
死
亡
ノ
当
時
ヨ
リ
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル
コ

ト
ニ
因
リ
扶
助
料
又
ハ
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
ヲ
給

セ
ラ
ル
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
ニ
付
テ
ハ
此
等
ノ
事
情
ノ

継
続
ノ
有
無

二
　
恩
給
法
第
六
十
五
条
第
二
項
若
ハ
第
七
十
五
条
第

二
項
又
ハ
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
八
十
一
号
以
下
法
律
第
八
十
一

号
ト
称
ス
）
附
則
第
十
三
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ

加
給
ヲ
受
ク
ル
受
給
者
ニ
付
テ
ハ
加
給
ノ
原
因
タ
ル

者
ガ
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ

途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
情
ノ
継
続
ノ

有
無

三
　
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定

ニ
依
ル
加
算
ヲ
含
ム
扶
助
料
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
付
テ
ハ

法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
ニ
規

定
ス
ル
老
齢
、
退
職
又
ハ
障
害
ヲ
支
給
事
由
ト
ス
ル

年
金
タ
ル
給
付
ニ
シ
テ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ノ

受
給
ノ
有
無

四
　
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号

又
ハ
第
二
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
加
算
ヲ
受
ク
ル
受
給
者

ニ
付
テ
ハ
加
算
ノ
原
因
タ
ル
子
ガ
重
度
障
害
ノ
状
態

ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
ナ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
加
算
ノ
原
因
タ
ル
事
情
ノ
継
続
ノ
有
無

五
　
国
外
ニ
居
住
ス
ル
受
給
者
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
生
存
ノ

事
実
ノ
有
無

六
　
恩
給
法
第
六
十
五
条
第
二
項
若
ハ
第
七
十
五
条
第

二
項
、
法
律
第
百
五
十
五
号
附
則
第
三
条
ノ
規
定
ニ

依
リ
例
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
セ
ラ
レ
タ
ル
同
法
ニ
依
ル
改

正
前
ノ
恩
給
法
第
六
十
五
条
ノ
二
第
三
項
、
法
律
第

百
五
十
五
号
附
則
第
二
十
二
条
の
三
若
ハ
法
律
第
八

十
一
号
附
則
第
十
三
条
第
三
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
加
給

ヲ
受
ク
ル
受
給
者
又
ハ
法
律
第
五
十
一
号
附
則
第
十

四
条
第
一
項
第
一
号
若
ハ
第
二
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
加

算
ヲ
受
ク
ル
受
給
者
ニ
付
テ
ハ
加
給
又
ハ
加
算
ノ
原

因
タ
ル
者
ガ
国
外
ニ
居
住
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
生
存
ノ

事
実
ノ
有
無

七
　
前
各
号
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
裁
定
庁
ガ
必
要
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
受
給
者
ノ
身
分
関
係
ノ
変
動
其
ノ
他
恩

給
受
給
権
ヲ
消
滅
セ
ラ
ル
ベ
キ
原
因
タ
ル
事
実
等
ノ

有
無

第
三
十
四
条
ノ
三
　
前
条
ノ
調
査
ノ
対
象
者
タ
ル
受
給
者

ハ
恩
給
受
給
権
存
否
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
申
立
書
ニ
左
ノ

区
別
ニ
依
ル
書
類
ヲ
添
附
シ
テ
裁
定
庁
ニ
差
出
ス
ベ
シ

一
　
前
条
第
一
号
、
第
二
号
又
ハ
第
四
号
ノ
事
実
ヲ
証

ス
ル
為
ニ
ハ
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
在
ル
コ
ト
ニ
付
テ

ハ
之
ヲ
証
ス
ル
診
断
書
及
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ

キ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ

準
ズ
ベ
キ
者
ノ
証
明
書

二
　
前
条
第
三
号
ノ
事
実
ヲ
証
ス
ル
為
ニ
ハ
第
十
条
ノ

十
三
第
一
項
第
三
号
ノ
申
立
書
（
恩
給
受
給
権
存
否

ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
申
立
書
ニ
記
載
シ
之
ニ
代
フ
ル
コ

ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

三
　
前
条
第
五
号
又
ハ
第
六
号
ノ
事
実
ヲ
証
ス
ル
為
ニ

ハ
戸
籍
抄
本
（
裁
定
庁
ガ
相
当
ト
認
メ
タ
ル
場
合
ニ

於
テ
ハ
受
給
者
ノ
戸
籍
ニ
記
載
セ
ラ
レ
タ
ル
事
項
ニ

関
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ノ
証
明
書

ヲ
以
テ
戸
籍
抄
本
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
）

四
　
前
条
第
七
号
ノ
事
実
ヲ
証
ス
ル
為
ニ
ハ
裁
定
庁
ガ

命
ズ
ル
書
類

前
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ハ
事
実
ガ
裁
定
庁
ニ
顕
著
ナ

ル
場
合
又
ハ
公
ノ
証
明
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
裁
定
庁
ガ
明

カ
ニ
之
ヲ
承
認
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
承
認
ヲ
以
テ
之
ニ

代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
四
条
ノ
四
　
前
条
第
一
項
ニ
規
定
ス
ル
書
類
ハ
裁

定
庁
ノ
定
ム
ル
期
月
ニ
差
出
ス
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
四
条
ノ
五
　
裁
定
庁
ハ
第
三
十
四
条
ノ
三
第
一
項

ニ
規
定
ス
ル
書
類
ヲ
差
出
サ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
受
給
権

ノ
存
否
ニ
付
疑
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
キ
月
ノ
次

ノ
支
給
期
以
後
ノ
恩
給
ニ
付
テ
ハ
当
該
書
類
ヲ
差
出
シ

タ
ル
後
ニ
於
テ
支
給
ヲ
為
ス
如
ク
措
置
ス
ベ
シ

第
三
十
四
条
ノ
六
　
第
三
十
四
条
ノ
三
第
一
項
ノ
規
定
ニ

依
リ
差
出
ス
書
類
ハ
之
ヲ
差
出
ス
ベ
キ
月
又
ハ
其
ノ
前

三
月
以
内
ノ
何
レ
カ
ノ
月
現
在
ニ
於
ケ
ル
事
項
ヲ
明
瞭

ニ
シ
得
ル
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
五
章
　
恩
給
証
書
ノ
返
還
及
再
交
付

第
三
十
五
条
　
年
金
タ
ル
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
死
亡
シ
又
ハ

恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
失
ヒ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
恩
給

ヲ
受
ク
ヘ
キ
順
位
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
恩
給
証
書
ヲ
占
有
ス

ル
者
ハ
速
ニ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
返
還
ス
ヘ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
亡
失
其
ノ
他
ノ
事
由
ニ
因
リ
恩

給
証
書
ヲ
返
還
シ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
其
ノ
旨
ヲ
裁
定

庁
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ

第
三
十
六
条
　
恩
給
証
書
又
ハ
裁
定
通
知
書
ヲ
亡
失
シ
又

ハ
毀
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
具
シ
証
拠
書
類
ヲ

添
ヘ
裁
定
庁
ニ
其
ノ
再
交
付
ヲ
申
請
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
七
条
　
恩
給
証
書
又
ハ
裁
定
通
知
書
ノ
再
交
付
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
従
前
ノ
恩
給
証
書
又
ハ
裁
定
通
知
書
ハ

其
ノ
効
力
ヲ
失
フ

亡
失
ヲ
理
由
ト
シ
テ
恩
給
証
書
又
ハ
裁
定
通
知
書
ノ

再
交
付
ア
リ
タ
ル
後
従
前
ノ
恩
給
証
書
又
ハ
裁
定
通
知

書
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
裁
定
庁
ニ
之
ヲ
返
還
ス

ヘ
シ

第
三
十
八
条
　
年
金
タ
ル
恩
給
ヲ
受
ク
ル
者
其
ノ
氏
名
ヲ

変
更
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
恩
給
証
書
及
戸
籍
抄
本
ヲ
添
ヘ
其

ノ
旨
ヲ
裁
定
庁
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
裁
定
庁
ハ
恩
給
証
書
ニ
改
氏
名

ノ
事
実
ヲ
記
載
シ
タ
ル
上
之
ヲ
権
利
者
ニ
返
付
ス
ヘ
シ

第
六
章
　
雑
則

第
三
十
九
条
　
恩
給
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ニ
関
ス
ル
処
分
又

ハ
其
ノ
不
作
為
ニ
付
テ
ノ
審
査
請
求
ハ
文
書
又
ハ
口
頭

ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
条
　
恩
給
法
第
十
五
条
ノ
審
議
会
等
ニ
シ
テ
政
令

ヲ
以
テ
定
ム
ル
モ
ノ
ハ
恩
給
審
査
会
ト
ス

附
　
則

本
令
ハ
大
正
十
二
年
十
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
八
年
九
月
一
一
日
勅
令
第
二
三

七
号
）

本
令
ハ
昭
和
八
年
十
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
シ

第
一
条
乃
至
第
三
条
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
九
年
四
月
一

日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
八
年
一
二
月
二
日
勅
令
第
三
一

一
号
）

本
令
ハ
昭
和
八
年
十
月
一
日
以
後
刑
ニ
処
セ
ラ
レ
タ

ル
場
合
ニ
付
之
ヲ
適
用
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
二
年
七
月
二
一
日
勅
令
第
三

六
〇
号
）

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
五
年
一
一
月
一
四
日
勅
令
第

七
六
五
号
）

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
七
年
五
月
二
日
勅
令
第
四
七

二
号
）

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
八
年
三
月
三
一
日
勅
令
第
三

一
二
号
）
　
抄

第
一
条
　
本
令
ハ
昭
和
十
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施

行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
一
二
月
一
日
政
令
第
三

五
九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、

こ
の
政
令
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
三
年
七

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
恩
給
法
施
行
令
（
大
正
十
二
年
勅
令
第
三
百
六
十
七

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
恩
給
法
臨
時
特
例
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第

五
百
二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
一
月
一
三
日
政
令
第

三
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
六
月
一
日
政
令
第
一
七

三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三

〇
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
公
職
に
関
す
る
就
職
禁
止
、
退
職
等
に
関
す
る
勅
令

等
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九

十
四
号
）
附
則
第
二
項
及
び
教
職
員
の
除
去
、
就
職
禁

止
等
に
関
す
る
政
令
を
廃
止
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
七
十
九
号
）
附
則
第
二
項
並
び
に
恩
給
法
の

特
例
に
関
す
る
件
第
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定

の
適
用
除
外
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
二
十
六
年
総

理
府
令
第
四
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
恩
給
の
請
求
手

続
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一

八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
九
月
一
日
政
令
第
二
一

九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
の
規
定
に
よ
り
旧
軍
人
、

旧
準
軍
人
又
は
旧
軍
属
の
遺
族
と
し
て
恩
給
を
受
け
る

者
に
あ
つ
て
は
、
恩
給
給
与
規
則
第
三
十
四
条
ノ
四
第

二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三
十
年
に
限
り
、

同
令
第
三
十
四
条
ノ
三
第
一
項
の
書
類
を
差
し
出
す
こ

と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
六
月
二
〇
日
政
令
第
一

五
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
恩
給
給
与
規
則
第
三
十
四
条
ノ
四
の
臨
時
特
例
に
関

す
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
三
十
九
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

３
　
改
正
後
の
第
三
十
四
条
ノ
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書

類
を
改
正
後
の
第
三
十
四
条
ノ
四
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
昭
和
三
十
二
年
九
月
に
差
し
出
す
べ
き
こ
と
と
な
る

受
給
者
の
う
ち
総
理
府
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、

同
年
に
限
り
、
同
条
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭

和
三
十
三
年
六
月
に
差
し
出
す
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一

四
四
号
）
　
抄
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１
　
こ
の
政
令
中
、
恩
給
給
与
規
則
第
二
条
ノ
三
及
び
第

三
条
ノ
三
の
改
正
規
定
は
昭
和
三
十
三
年
十
月
一
日
か

ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
臨
時
恩
給
等
調
査
会
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百

三
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

４
　
恩
給
給
与
規
則
第
三
十
四
条
ノ
四
第
二
号
に
掲
げ
る

者
以
外
の
受
給
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
三
十
三
年
に
限
り
、
同
令
第
三

十
四
条
ノ
三
第
一
項
の
書
類
を
差
し
出
す
こ
と
を
要
し

な
い
。附

　
則
　
（
昭
和
三
三
年
六
月
二
日
政
令
第
一
五

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
一
六
日
政
令
第
一

三
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
恩
給
給
与
規
則
第
三
十
四
条
ノ
四
第
二
号
に
掲
げ
る

受
給
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

昭
和
三
十
四
年
に
限
り
、
同
令
第
三
十
四
条
ノ
三
第
一

項
の
書
類
を
差
し
出
す
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
一
月
二
四
日
政
令
第

三
三
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
二
八
日
政
令
第
一

八
一
号
）

こ
の
政
令
中
、
第
一
条
の
規
定
は
昭
和
三
十
五
年
七

月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
六
日
政
令
第
一

九
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
一
日
政
令
第
二
二

九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
ノ
十
四
、
第
十
条
ノ
七
第
三

項
及
び
第
十
条
ノ
十
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則

第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
恩
給
給
与
規
則
第
三
十
四
条
ノ
三
第
一
項
に
規
定
す

る
書
類
を
同
令
第
三
十
四
条
ノ
四
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
昭
和
三
十
七
年
九
月
に
差
し
出
す
べ
き
こ
と
と
な
る

受
給
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
年
に
限
り
、
昭
和
三
十
八
年
三
月
に
差
し
出
す

も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
政
令
第
三

九
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
七
年
十

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の

施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
政
令
の

施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ

た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
、
審
査
の

請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
（
以
下

「
訴
願
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
施

行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
政
令
の
施
行

前
に
さ
れ
た
訴
願
等
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分

（
以
下
「
裁
決
等
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行

前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
等
に
つ
き
こ
の
政
令
の
施
行
後

に
さ
れ
る
裁
決
等
に
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願

等
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
訴
願
等
で
、
こ
の
政
令
の
施
行
後

は
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
処
分
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法

に
よ
る
不
服
申
立
て
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
六
月
二
七
日
政
令
第
二

二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
六
日
政
令
第
二
三

四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

２
　
恩
給
給
与
規
則
第
三
十
四
条
ノ
三
第
一
項
に
規
定
す

る
書
類
を
同
令
第
三
十
四
条
ノ
四
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
昭
和
三
十
九
年
九
月
に
差
し
出
す
べ
き
こ
と
と
な
る

受
給
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
年
に
限
り
、
昭
和
四
十
年
三
月
に
差
し
出
す
も

の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
二
五
日
政
令
第
一

七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
七
月
八
日
政
令
第
二
四

四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か

ら
、
第
二
条
ノ
四
の
改
正
規
定
、
第
二
条
ノ
五
の
改
正

規
定
（
「
第
二
十
四
条
の
七
」
を
「
第
二
十
四
条
の
八
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
条
ノ
二
第
一
項
の
改

正
規
定
、
第
十
条
ノ
四
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
四
条

の
七
」
を
「
第
二
十
四
条
の
八
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
第
十
九
条
ノ
三
第
三
項
の
改
正
規
定
は
昭

和
四
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
、
施
行
す
る
。

２
　
恩
給
給
与
規
則
第
三
十
四
条
ノ
四
の
臨
時
特
例
に
関

す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二

〇
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
二
日
政
令
第
一
六

七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
二
一
日
政
令
第
一

九
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
七
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
三

四
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
八
年
七
月
二
四
日
政
令
第
二

〇
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
七
日
政
令
第
二

二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
七
日
政
令
第
三

一
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
三
日
政
令
第
一
三

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
二
年
五
月
二
四
日
政
令
第
一

五
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
四
年
九
月
二
六
日
政
令
第
二

五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
二

四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
〇
月
三
一
日
政
令
第

二
七
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
五
日
政
令
第
二

六
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
九
月
二
七
日
政
令
第
二

〇
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
九
日
政
令
第
一
八

二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
二
四
日
政
令
第
一

五
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
三
十
四
条
ノ
四
の
規
定
は
、
恩
給
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五

十
五
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
軍
人
又

は
旧
準
軍
人
の
遺
族
と
し
て
恩
給
を
受
け
る
者
（
以
下

「
旧
軍
人
等
の
遺
族
恩
給
受
給
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
昭
和
六
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
旧
軍
人
等
の

遺
族
恩
給
受
給
者
以
外
の
受
給
者
（
都
道
府
県
知
事
が

裁
定
し
た
恩
給
を
受
け
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
四
年
九
月
三
十
日
ま

で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
軍
人
等
の
遺
族
恩
給
受

給
者
以
外
の
受
給
者
は
、
改
正
後
の
第
三
十
四
条
ノ
三

第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
を
昭
和
六
十
三
年
七
月
に
差

し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
昭
和
六
十
二

年
九
月
一
日
以
後
に
恩
給
の
裁
定
を
受
け
た
者
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
五

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
恩
給
給
与
規
則
及
び
国
会
議
員
互
助
年
金

法
施
行
令
の
規
定
は
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除

き
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す

9



る
。
た
だ
し
、
改
正
前
の
こ
れ
ら
の
命
令
の
規
定
に
よ

っ
て
生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
庁
が
年
金
た
る
恩
給
を

受
け
る
権
利
が
消
滅
し
又
は
停
止
さ
れ
る
べ
き
事
由
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
改
正
前
の
恩
給
給
与
規

則
第
二
十
九
条
又
は
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
令
第

二
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て

も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
改
正
後
の

恩
給
給
与
規
則
第
二
十
六
条
ノ
三
又
は
国
会
議
員
互
助

年
金
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
裁
定
庁

の
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
改
正
前
の
恩
給
給
与
規
則
又
は
国
会
議
員
互
助
年
金

法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
支
給
庁
又
は
関
係
庁
を
経
由

し
て
さ
れ
た
通
知
又
は
届
出
は
、
改
正
後
の
こ
れ
ら
の

命
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
通
知
又
は
届
出
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
七
日
政
令
第
二
三
一

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第

三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
三
日
政
令
第
四

七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
五
日
政
令
第

三
一
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八

一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
一
四
日
政
令
第

三
六
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
三

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
恩
給
給
与
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
恩
給
給
与
規
則
第
二
十
六
条
ノ
三
の
規
定
に

よ
る
通
知
に
従
い
施
行
日
以
後
に
行
う
恩
給
の
支
給
に

つ
い
て
は
、
同
令
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
の
規

定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
令
第
二
十
七
条
中
「
支
給
庁
」
と
あ
る
の
は

「
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法

律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
ニ
規
定
ス
ル
郵
便
貯
金

銀
行
ヲ
謂
フ
次
条
ニ
於
テ
同
ジ
）
」
と
、
「
前
条
」
と
あ

る
の
は
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
二
百

三
十
五
号
）
第
五
条
ノ
規
定
ニ
ヨ
ル
改
正
前
ノ
第
二
十

六
条
ノ
三
」
と
、
同
令
第
二
十
八
条
中
「
支
給
庁
」
と

あ
る
の
は
「
郵
便
貯
金
銀
行
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一

九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六

年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
等
の
効
力
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
政
令
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の

他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ

れ
ぞ
れ
の
政
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
新
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る

も
の
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
政
令

の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第

三
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
二
条
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に

つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
政
令
の
施
行
前

に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
政

令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
五
日
政
令
第
一

九
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
四
日
政
令
第
四
〇

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
恩
給
給
与
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
平
成
三
十
年
民
法
改
正
法
附
則
第
二
十
条
に
規
定
す

る
子
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
恩
給

給
与
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
恩
給
給
与
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
ノ
十
三
第
二
項
、
第
十
一
条

ノ
三
第
二
項
及
び
第
十
一
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
新
恩
給
給
与
規
則
第
十
条
ノ
十
三
第

二
項
中
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル

ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
歳
以
上
」

と
、
「
添
附
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
の
は
「
添
附
ス
ベ
シ
但

シ
当
該
子
ガ
二
十
歳
未
満
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
生
活
資

料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之

ニ
準
ズ
ベ
キ
者
ノ
証
明
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

セ
ズ
」
と
、
新
恩
給
給
与
規
則
第
十
一
条
ノ
三
第
二
項

中
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途

ナ
キ
成
年
ノ
子
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
歳
以
上
」
と
、

新
恩
給
給
与
規
則
第
十
一
条
ノ
四
第
一
項
第
一
号
中

「
診
断
書
及
」
と
あ
る
の
は
「
診
断
書
（
加
算
ノ
原
因

タ
ル
ベ
キ
子
ガ
十
八
歳
以
上
ノ
場
合
）
又
ハ
」
と
、

「
又
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
若
ハ
」
と
、
「
重
度
障
害
ノ
状

態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」
と

あ
る
の
は
「
二
十
歳
以
上
」
と
す
る
。
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